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1 

は
じ
め
に

幕
府
放
鷹
制
度
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
幕
府
鷹
場
の
研
究
は
、
制
度

論
や
地
域
支
配
論
、
地
域
編
成
論
、
江
戸
城
城
付
論
、
そ
れ
に
鷹
場
の
下
賜
・
返

上
に
伴
う
儀
礼
論
な
ど
と
し
て
展
開
し
て
き
た
。

ま
ず
比
較
的
早
く
芦
曇
肘
鷹
場
に
つ
い
て
言
及
し
た
北
島
正
元
氏
は
、
「
家
康
の
こ

ろ
は
放
鷹
を
お
こ
な
う
場
所
と
し
て
は
と
く
に
指
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
一
○
月
に
江
戸
近
郊
の
鷹
場
が
指
定
さ
れ
公
告

（
１
）
 

さ
れ
た
」
と
し
、
幕
府
が
寛
永
五
年
一
○
月
に
江
戸
周
辺
の
鷹
場
村
々
に
触
れ
た

聯
場
令
を
も
っ
て
幕
府
鷹
場
が
成
立
す
る
と
し
た
。
こ
の
見
解
は
そ
の
後
な
が
く

支
持
さ
れ
、
そ
れ
を
継
承
し
た
う
え
で
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
展
開
し
て
き
た
。
す

な
わ
ち
、
幕
府
鷹
場
は
寛
永
以
前
に
は
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
塚
本
学

氏
の
よ
う
に
「
家
康
か
ら
家
光
に
至
る
諸
将
軍
は
、
全
国
ど
こ
で
も
将
軍
家
は
狩

猟
を
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
狩
猟
の
た
め
に
必
要
な
ら
、

各
地
の
領
主
や
人
民
に
狩
猟
や
鳥
獣
追
い
を
禁
止
で
き
る
と
考
え
て
い
た
に
ち
が

（
２
）
 

い
な
い
」
と
の
見
通
し
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
理
解
は
現
在
で
も
多
く

の
研
究
者
や
関
東
地
方
の
自
治
体
史
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

近
世
の
購
場
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、

（
３
）
 

基
本
的
に
は
北
島
氏
の
見
解
の
延
長
線
上
に
展
開
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と

こ
ろ
が
近
年
、
福
田
千
鶴
氏
に
よ
っ
て
福
岡
藩
で
は
慶
長
期
に
廠
場
が
成
立
し
た

（
４
）
 

｝
」
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
筆
者
や
斉
藤
司
氏
は
幕
府
が
慶
長
期
か
ら
諸
大
名

（
５
）
 

に
隠
場
を
下
賜
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
た
。

近
世
前
期
に
お
け
る
幕
府
鷹
場
の
存
在
形
態

こ
れ
ま
で
の
幕
府
鷹
場
研
究
に
よ
れ
ば
、
幕
府
は
福
岡
藩
よ
り
も
き
わ
め
て
遅

れ
た
寛
永
五
年
に
鷹
場
を
指
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慶
長
期
か
ら
諸
大
名
に

鵬
場
を
下
賜
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
慶

長
期
か
ら
寛
永
五
年
ま
で
の
幕
府
は
、
諸
藩
が
慶
長
期
か
ら
領
有
す
る
鷹
場
を
、

自
ら
は
領
有
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
大
名
に
は
与
え
て
い
る
と
い
う

不
可
思
議
な
論
理
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
す
で
に
、
徳
川
氏
の
関
東
地
方
の
鷹
場
は
関
東
領
国
時
代
か
ら

（
６
）
 

設
定
さ
れ
、
開
幕
後
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
だ
そ
の

時
に
は
、
関
東
領
国
時
代
の
徳
川
氏
の
駕
場
は
そ
の
領
国
支
配
と
か
か
わ
っ
て
軍

事
的
要
衝
地
に
散
在
的
に
設
定
さ
れ
、
そ
れ
が
開
幕
後
継
承
・
拡
大
さ
れ
、
寛
永

期
に
江
戸
周
辺
地
域
一
帯
へ
の
面
的
な
設
定
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
見
解
を
示
し

た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
部
を
修
正
し
つ
つ
、
近
世
前
期
の
幕
府
鷹
場
の
存
在
形

態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
近
世
前
期
に
お
け
る
公
儀
鷹
場
に
つ
い
て
指
摘
し
た
斉
藤
司
氏
は
、
「
近
世

前
期
関
東
に
お
け
る
公
儀
鷹
場
は
、
ａ
将
軍
家
鷹
場
、
ｂ
鷹
師
頭
や
小
田
原
藩
な

ど
が
管
理
を
担
当
し
て
い
る
「
預
り
場
」
（
「
取
飼
場
」
、
ｃ
鷹
部
屋
が
管
轄
し
て

い
る
地
域
、
ｄ
拝
領
鷹
場
の
四
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
内
、
ｄ
拝
領
鷹

場
は
、
ｂ
・
ｃ
の
地
域
が
部
分
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
下
賜
さ
れ
る
以

前
あ
る
い
は
返
上
さ
れ
た
以
後
は
再
び
ｂ
・
ｃ
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
し
、

そ
の
範
囲
は
「
お
お
よ
そ
武
蔵
・
相
模
・
下
総
・
上
総
の
全
域
、
上
野
・
下
野
の

平
野
部
、
常
陸
国
筑
波
郡
・
河
内
郡
と
い
っ
た
享
保
期
に
再
興
さ
れ
た
近
世
中
後

根
崎
光
男
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２ 

期
に
お
け
る
公
儀
鷹
場
の
範
囲
と
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
し
て

（
７
）
 

い
る
。
同
氏
は
別
の
奎
珈
考
で
は
、
「
関
東
地
域
に
お
け
る
公
儀
鷹
揚
は
、
将
軍
が
面

接
熈
狩
を
行
う
将
軍
家
鵬
場
（
御
拳
場
）
、
幕
府
の
膿
場
役
人
が
管
理
す
る
預
か
り

場
（
捉
飼
場
）
、
江
戸
在
府
時
の
諸
大
名
が
鷹
狩
を
行
う
た
め
に
鷹
狩
権
が
下
賜
分

（
８
）
 

与
さ
れ
た
拝
領
鷹
場
か
ら
榊
成
さ
れ
て
い
る
」
と
も
述
べ
、
こ
こ
で
は
前
記
の
職

場
区
分
ｂ
の
内
容
に
違
い
が
み
ら
れ
、
ま
た
Ｃ
鷹
部
屋
が
祷
轄
し
て
い
る
地
域
を

公
儀
鷹
場
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
同
様
に
、
近
世
前
期
の
「
五
畿
内
近
国
に
お
け

る
公
砿
鵬
場
は
、
ｈ
畿
内
に
存
在
す
る
幕
府
鵬
場
と
、
近
江
凶
・
山
城
川
の
炸
肌

家
拝
領
鷹
場
、
伊
勢
国
の
紀
伊
家
拝
領
鷹
場
か
ら
織
成
さ
れ
、
そ
の
範
囲
は
豊
臣

政
権
の
鷹
場
の
範
囲
を
大
枠
で
継
承
し
、
慶
長
八
年
の
徳
川
家
康
の
征
爽
大
将
箙

（
９
）
 

》
且
下
を
契
機
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
斉
藤
氏
は
公
儀
鷹
場
の
内
容
に
つ
い
て
多
少
食
い
違
い
を
み
せ
て
い
る

が
、
近
阯
前
川
に
お
い
て
は
関
東
と
Ｈ
畿
内
・
近
川
に
公
儀
職
場
が
存
在
し
、
そ

れ
ら
は
前
記
の
ａ
．
ｂ
・
Ｃ
．
ｄ
の
朧
場
に
編
成
さ
れ
て
い
た
と
理
解
し
て
よ
い

の
で
あ
ろ
う
。
斉
藤
氏
の
見
解
に
は
注
目
す
べ
き
多
く
の
指
摘
が
あ
る
が
、
公
儀

騰
場
の
全
体
像
が
示
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
特
に
公
儀
鵬
場
の
施
囲
の
変
遷
、

関
東
の
公
儀
鷹
場
成
立
の
見
通
し
な
ど
に
つ
い
て
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
前
期
の
幕
府
鷹
場
の
全
体
像
の
解
明
に
意
を
注
ぎ
、

そ
の
成
立
・
展
開
の
歴
史
的
変
遷
を
追
及
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
五
畿
内
・

近
国
の
幕
府
臘
場
に
つ
い
て
は
斉
藤
氏
の
見
解
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ

が
、
そ
の
全
体
像
の
解
明
の
た
め
触
れ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る

幕
府
鷹
場
と
い
う
川
語
は
、
文
字
通
り
難
府
の
職
場
の
意
味
で
あ
り
、
斉
藤
氏
が

規
定
す
る
公
儀
朧
場
の
う
ち
、
ａ
．
ｂ
・
Ｃ
の
ほ
か
、
ｄ
恩
賜
鷹
場
を
下
賜
す
る

以
前
及
び
返
上
後
の
隠
場
を
指
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
斉
藤
氏
が
規
定
す
る
拝
領

騰
場
の
用
語
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
躯
者
は
用
い
ず
、
恩
賜
鵬

〈
皿
）

場
の
用
葬
函
を
使
用
す
る
。

一
関
東
領
国
時
代
の
徳
川
氏
の
應
場

古
代
の
天
皇
は
、
国
家
を
超
越
し
た
存
在
と
し
て
山
川
薮
沢
の
公
私
共
利
の
原

則
か
ら
は
ず
れ
、
そ
の
一
部
を
禁
野
に
設
定
し
、
一
般
公
民
及
び
貨
族
ら
が
禁
蝉

に
入
っ
て
狩
猟
な
ど
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
、
野
守
な
ど
を
派
遣
し
て
管
理
さ
せ

（
皿
）

た
。
こ
の
錘
不
野
の
側
は
、
天
皇
が
鷹
狩
り
を
含
む
狩
猟
全
般
を
行
う
た
め
に
盤
備

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
階
・
唐
な
ど
の
占
代
王
帆
の
制
度
に
範
を
と

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
鎌
愈
捺
府
以
来
の
武
家
政
権
の
成
立
後
、
鵬
狩
り
な
ど
の
狩
猟
は

行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
野
河
海
の
共
有
原
則
を
超
越
し
た
存
在
は
現
れ

ず
、
狩
猟
の
場
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
狩
猟
の
場
が
個
々
の
給
人
知

行
地
を
越
え
て
設
定
さ
れ
た
の
は
戦
国
期
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
戦

国
大
名
は
給
人
や
百
姓
な
ど
の
狩
猟
を
禁
じ
、
そ
の
管
理
を
徹
底
し
て
い
た
。
こ

の
川
の
狩
猟
場
は
鵬
場
あ
る
い
は
鵬
野
、
鷹
野
場
と
呼
ば
れ
、
慨
狩
り
を
主
体
と

（
肥
）

し
た
狩
猟
場
を
鷹
場
と
称
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
国
家

的
編
成
の
も
と
で
維
持
し
て
い
た
の
が
蝋
臣
政
椛
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
権
は
個
別

領
主
権
を
越
え
て
近
畿
内
及
び
そ
の
近
国
に
鷹
場
を
設
定
し
、
鵬
狩
り
や
鷹
揚
の

維
持
の
た
め
に
諸
大
名
を
動
員
し
た
。
豊
臣
政
椛
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
国
家
公
権

と
し
て
発
動
し
、
諸
人
柵
を
雌
伏
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
各

地
の
大
名
も
自
ら
の
領
内
で
築
い
て
い
た
と
み
ら
れ
、
鷹
場
領
有
権
は
よ
り
上
位

の
権
力
者
に
収
赦
す
る
榊
造
を
も
っ
て
い
た
。
狩
猟
場
の
設
定
に
は
地
方
の
族
長

権
あ
る
い
は
在
地
頒
主
権
の
統
合
と
い
う
歴
史
過
程
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
た
権
力
者
は
族
長
権
や
在

地
領
主
権
を
越
え
て
の
腿
場
の
設
定
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
関
東
領
国
時
代
の
徳
川
氏
の
鷹
の
謡
関
係
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
が
、
周
知
の
よ
う
に
こ
の
期
の
鵬
事
情
を
知
る
史
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い

の
が
現
状
で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
『
家
忠
日
記
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
み
て
い
く
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３ 
こ
と
に
す
る
。
天
正
一
八
年
二
五
九
○
）
八
月
一
日
、
徳
川
家
康
は
駿
河
・
遠

江
・
三
河
・
甲
斐
・
信
濃
五
カ
国
の
領
土
を
離
れ
て
関
東
に
移
り
、
江
戸
を
本
拠

地
と
し
た
。
こ
れ
が
俗
に
「
江
戸
御
打
入
り
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
の
日
を

記
念
し
た
「
八
朔
」
の
祝
賀
は
江
戸
幕
府
の
重
要
な
年
中
行
事
の
一
つ
と
な
っ
て

い
た
。
家
康
の
関
東
入
国
は
小
田
原
参
戦
の
諸
将
に
対
す
る
豊
臣
秀
吉
の
論
功
行

賞
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
領
国
は
北
条
氏
の
旧
領
で

あ
る
伊
豆
・
相
模
・
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
上
野
の
六
カ
国
二
四
○
万
二
○
○
○

石
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
在
京
賄
料
と
し
て
近
江
・
伊
勢
・
遠
江
・
駿
河
な
ど
で

与
え
ら
れ
た
一
○
万
石
が
あ
っ
た
。
家
康
の
関
東
領
国
の
周
辺
に
は
、
安
房
館
山

の
里
見
義
康
（
四
万
石
）
、
常
陸
太
田
の
佐
竹
義
童
（
五
三
万
石
）
、
同
江
戸
崎
の

蔵
名
義
広
〈
四
万
八
○
○
○
石
）
、
下
野
宇
都
宮
の
宇
都
宮
国
綱
（
五
万
石
）
、
同

那
須
の
那
須
衆
（
六
万
二
○
○
○
石
）
な
ど
の
大
名
・
国
人
層
が
蟠
踞
し
て
い
た
。

そ
こ
で
家
康
は
、
江
戸
を
城
下
町
と
し
て
造
成
し
て
い
く
一
方
、
榊
原
康
政
を

総
奉
行
、
そ
の
下
に
知
行
割
の
実
施
責
任
者
で
あ
る
伊
奈
忠
次
・
青
山
忠
成
な
ど

を
置
き
、
旧
領
五
カ
国
時
代
の
代
官
や
勘
定
方
の
役
人
を
総
動
員
し
て
家
臣
団
の

知
行
割
に
あ
た
ら
せ
た
。
こ
の
な
か
で
、
武
蔵
国
内
の
忍
城
は
北
条
時
代
に
成
田

長
氏
が
城
主
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
徳
川
氏
の
関
東
入
国
に
よ
っ
て
家
康
の
囚

男
松
平
忠
吉
が
配
置
さ
れ
、
同
時
に
松
平
（
深
溝
）
家
忠
を
城
預
か
り
と
し
て
入

城
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
忠
吉
（
幼
名
福
松
）
は
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
家
康
の
も
と

に
い
て
、
実
際
に
は
福
松
に
付
属
し
た
家
臣
団
（
福
松
衆
）
の
み
が
詰
め
て
い
た
。

忠
吉
に
は
一
○
万
石
、
家
忠
に
は
一
万
石
の
所
領
が
与
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も
忍
城

周
辺
に
分
布
し
て
い
た
。

「
家
忠
日
記
」
の
記
述
に
従
っ
て
そ
の
経
緯
を
み
て
い
く
と
、
天
正
一
八
年
八
月

八
日
、
家
忠
は
川
越
城
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
月
二
六
日
に
は
忍

城
に
変
更
さ
れ
、
同
月
二
九
日
に
は
忍
城
に
急
ぎ
到
着
し
た
。
そ
し
て
九
月
二

日
に
一
万
貫
の
知
行
書
出
を
与
え
ら
れ
、
一
○
月
二
○
日
に
は
親
類
衆
に
対
し
知

行
分
け
を
行
っ
た
。
次
い
で
翌
一
九
年
閏
正
月
二
六
日
よ
り
伊
奈
忠
次
の
忍
領
竿

打
が
は
じ
め
ら
れ
、
三
月
一
七
日
に
忠
次
よ
り
改
め
て
一
万
貢
の
知
行
が
書
き
出

（
咽
）

さ
れ
た
が
、
「
殿
様
（
家
康
）
御
下
向
迄
ハ
あ
っ
け
二
成
候
」
〈
カ
ッ
コ
内
筆
者
注

記
、
以
下
同
）
と
あ
っ
て
、
な
か
な
か
知
行
の
所
付
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
結
局
、

こ
の
年
六
月
六
日
に
忠
次
よ
り
所
付
が
確
定
し
た
一
万
石
の
知
行
が
渡
さ
れ
、
改

め
て
親
類
衆
の
知
行
割
、
そ
の
翌
日
に
知
行
分
け
が
行
わ
れ
た
。
次
い
で
一
○
月

二
六
日
に
は
知
行
地
内
の
荒
地
の
開
発
や
新
郷
市
の
取
立
て
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
。

そ
し
て
文
禄
元
年
（
’
五
九
二
）
二
月
、
家
忠
は
下
総
国
香
取
郡
上
代
に
一
万
石

で
移
さ
れ
、
下
総
・
上
総
両
国
内
に
所
領
を
宛
行
わ
れ
た
。

家
康
の
関
東
入
国
直
後
の
家
忠
を
取
り
巻
く
状
況
は
前
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
日
記
に
は
鵬
関
連
の
記
事
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
家
忠
が
忍
城

に
入
っ
て
二
日
後
の
天
正
一
八
年
九
月
九
日
条
に
は
、
「
雁
を
て
つ
は
う
に
て
う

ち
候
者
か
ら
め
候
て
、
江
戸
へ
っ
か
ハ
し
侯
」
と
あ
り
、
雁
を
鉄
砲
で
打
っ
た
者

が
捕
縛
さ
れ
て
い
る
の
で
、
忍
城
周
辺
は
鉄
砲
使
用
の
禁
止
区
域
か
、
あ
る
い
は

捕
鳥
の
禁
止
区
域
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
捕
縛
者
は
江
戸

に
護
送
さ
れ
た
が
、
同
月
一
二
日
に
忍
地
域
に
移
さ
れ
、
傑
刑
と
な
っ
た
。
ま
た

〈
Ｍ
）

同
月
一
一
○
日
条
に
は
「
又
鉄
炮
に
て
雁
う
ち
候
者
は
り
つ
け
二
あ
け
候
」
と
あ
り
、

同
様
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
家
康
の
関
東
入
封
直
後
に
忍
周
辺
で
は
規
則
を
破
っ
て

鉄
砲
で
雁
を
打
つ
者
が
俳
個
し
て
い
た
が
、
家
康
は
こ
れ
に
断
固
た
る
態
度
で
の

ぞ
ん
で
い
た
。

「
家
忠
日
記
」
に
は
、
家
康
の
関
東
入
封
後
、
忍
地
域
に
鉄
砲
使
用
や
捕
鳥
の
禁

止
令
を
触
れ
た
形
跡
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
支
配
権
が
実
効
性
を
も
っ

て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
同
月
二
三
日
に
は
家
康
か
ら
根
古
屋
（
城

下
）
法
度
を
触
れ
る
よ
う
に
申
し
渡
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
な
か
に
そ
う
し
た
禁
令

が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
忍
周
辺
は
家
康
の
入
封
以
前
あ
る
い
は
そ

の
時
点
で
鉄
砲
使
用
や
捕
鳥
の
禁
止
が
徹
底
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
措
置
が
北
条
氏
の
政
策
を
継
承
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、

そ
の
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
田
中
丘
隅
が
著
し
た
「
民
間
省
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要
」
に
は
、
「
北
条
家
関
八
州
を
領
し
て
、
放
鷹
を
司
る
職
役
の
人
、
其
禄
百
町
に

越
た
る
あ
り
、
其
下
司
に
抱
へ
ら
る
員
人
、
給
は
る
禄
す
ぐ
な
け
れ
ば
、
能
き
人

は
す
む
事
な
し
、
震
に
山
下
宿
河
原
辺
遊
屋
の
内
に
有
し
男
、
父
母
に
背
て
出
走

り
、
所
々
に
渡
り
て
或
御
家
に
す
み
、
そ
こ
を
持
損
じ
て
故
郷
へ
預
け
ら
れ
し
に
、

故
郷
も
欠
落
し
て
行
末
し
ら
ざ
り
し
が
、
い
つ
し
か
放
鷹
の
下
司
と
成
て
、
八
州

の
法
令
皆
彼
が
手
よ
り
出
て
、
威
を
た
賛
し
く
し
て
官
馬
に
乗
る
、
或
る
時
は
駅

伝
の
駕
に
昇
れ
て
往
来
の
い
か
め
し
く
、
万
人
お
ぢ
お
そ
る
輿
事
甚
し
か
り
し

（
旧
）

也
」
と
あ
り
、
北
条
時
代
に
放
庶
職
役
の
下
司
に
成
り
上
が
っ
た
人
物
が
関
八
州

に
法
令
を
触
れ
て
威
を
振
る
い
、
人
々
を
震
え
上
が
ら
せ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の

法
令
は
鷹
役
人
が
触
れ
て
い
る
の
で
、
鷹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、

関
八
州
が
北
条
氏
の
鷹
の
統
轄
下
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

す
で
に
北
条
氏
の
領
国
で
は
天
正
七
年
二
五
七
九
）
に
は
弓
や
鉄
砲
・
刺
縄
・

翻
綱
・
天
網
な
ど
で
鳥
を
捕
る
こ
と
を
禁
じ
る
法
令
が
広
域
的
に
出
さ
れ
、
違
反

（
略
）

者
の
道
具
を
取
り
押
さ
え
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
鷹
場
（
鷹

野
）
の
設
定
領
域
以
外
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
年
の
事
例
か
ら
い

え
ば
、
鷹
場
の
維
持
に
は
捕
鳥
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
、
そ
の
違
反
者
に

は
厳
罰
が
下
さ
れ
て
い
た
。
忍
周
辺
が
北
条
時
代
か
ら
鷹
場
に
指
定
さ
れ
、
徳
川

氏
が
そ
れ
を
継
承
し
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
関
東
入
国

時
に
徳
川
領
国
は
鷹
場
に
指
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
家
康
は
臘
場
支

配
の
た
め
に
も
諸
地
域
に
鷹
狩
り
に
出
か
け
て
示
威
を
発
動
し
、
家
臣
団
に
も
そ

の
徹
底
を
促
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

家
康
が
関
東
入
国
後
、
領
国
内
で
幾
度
か
鷹
狩
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
「
家

忠
日
記
」
に
よ
り
確
認
で
き
る
。
忍
周
辺
は
そ
う
し
た
地
域
の
一
つ
で
あ
り
、
家

忠
は
忍
城
に
入
城
し
て
ま
も
な
い
天
正
一
八
年
一
○
月
一
八
日
、
二
○
間
の
鷹
部

屋
を
造
作
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
一
一
カ
月
後
の
一
二
月
一
一
日
、
家
忠
は
家
康
が

近
日
中
に
忍
近
辺
で
鷹
狩
り
を
挙
行
す
る
と
い
う
連
絡
を
受
け
た
。
そ
の
翌
日
、

家
忠
は
馬
屋
も
造
作
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
月
一
五
日
、
江
戸
か
ら
家
康
に
仕
え

る
鳥
見
の
九
左
衛
門
（
伊
藤
正
知
）
が
忍
に
や
っ
て
き
た
。
お
そ
ら
く
鳥
の
生
息

状
況
の
見
分
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
こ
の
時
は
家
康
が
忍
に
来
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
翌
一
九
年
閏
正
月
一
二
日
条
に
は
「
江
戸
御
鷹
飼
衆
百
五
十
計
に
て

（灯｝

被
越
候
、
小
栗
忠
蔵
・
安
藤
彦
四
郎
大
将
に
て
候
」
と
あ
り
、
小
栗
久
次
・
安
藤

直
次
を
大
将
と
す
る
鷹
飼
衆
お
よ
そ
一
五
○
人
が
忍
を
訪
れ
、
一
七
日
ま
で
こ
の

地
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
間
、
鷹
狩
り
の
訓
練
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
当

時
、
鷹
匠
は
大
将
の
も
と
に
組
織
さ
れ
、
一
五
○
人
と
い
う
数
の
な
か
に
は
餌
差

や
犬
牽
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
鷹
飼
衆
の
帰
り
際
、
家
忠
は
小
栗

久
次
に
反
物
や
皿
を
贈
り
、
小
栗
か
ら
は
鷹
狩
り
で
捕
っ
た
雁
（
鵬
の
雁
）
を
贈

ら
れ
、
そ
れ
を
家
中
に
振
る
舞
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
鷹
に
か
か
わ
る
贈
答
・
饗
応

儀
礼
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。

天
正
一
九
年
四
月
五
日
条
に
は
、
「
江
戸
へ
普
請
衆
五
人
つ
か
ハ
し
侯
、
殿
様

（
家
康
）
御
前
に
て
我
々
た
か
つ
か
い
候
て
、
当
地
麦
ふ
ミ
ち
ら
し
候
由
侯
、
阿
部

（
肥
）

善
八
さ
園
へ
ら
れ
候
て
、
申
分
二
原
田
金
左
衛
門
こ
し
候
、
公
事
に
て
候
」
と
あ

り
、
江
戸
城
の
普
請
の
た
め
に
派
遣
し
た
五
人
が
家
康
の
御
前
で
鰯
を
遣
い
、
そ

の
地
の
畑
の
麦
を
踏
み
荒
ら
す
と
い
う
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
た
め
、
御

使
番
の
阿
部
正
広
に
付
き
添
わ
れ
て
、
そ
の
詫
び
と
し
て
家
忠
の
家
臣
原
田
金
左

衛
門
を
江
戸
に
派
遣
し
た
。
こ
こ
で
は
家
忠
家
臣
の
鷹
遣
い
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
鷹
遣
い
に
よ
る
麦
の
踏
み
荒
ら
し
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
は
後
年
の
事
例
か
ら
い
え
ば
鷹
場
の
存
在
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り

立
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
の
鷹
狩
り
が
ど
こ
で
挙
行
さ
れ
た
の
か
は
不
明

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
の
周
辺
地
域
が
鷹
場
に
指
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
。

家
忠
は
以
前
か
ら
伊
奈
忠
次
に
鷹
の
大
緒
を
論
う
て
い
た
が
、
同
年
九
月
一
六

日
に
貰
い
受
け
て
い
る
。
大
緒
と
は
鷹
の
足
革
に
つ
け
る
紐
の
｝
」
と
で
、
鷹
を
据

え
回
す
時
に
は
必
ず
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
○
月
一
一
日
に
は
「
殿

様
（
家
康
）
御
帰
城
近
日
之
由
候
、
左
候
て
此
方
へ
早
々
御
鷹
野
二
御
入
候
ハ
ん
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（
〃
）

由
」
と
あ
っ
て
、
再
び
家
康
が
忍
領
に
鷹
狩
ｈ
ソ
に
来
る
と
の
知
ら
せ
が
入
り
、
同

月
一
五
日
に
家
忠
は
五
間
の
鷹
部
屋
を
造
作
し
た
。
家
康
の
忍
領
へ
の
鷹
狩
り
来

訪
の
報
が
届
い
た
同
じ
頃
、
家
忠
の
も
と
に
も
秀
吉
の
「
唐
人
」
が
決
定
的
と
な

っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
な
か
で
の
鷹
狩
り
来
訪
の
報
で
あ
っ
た
。
同

月
晦
日
に
江
戸
城
に
出
向
い
た
家
忠
は
、
「
殿
様
来
十
四
五
日
頃
二
忍
へ
御
た
か
の

一
ｍ
）

に
御
こ
し
候
ハ
ん
之
由
候
」
と
改
め
て
聞
か
身
こ
れ
て
い
る
。
忍
に
帰
っ
た
家
忠
は
、

早
速
鷹
部
屋
の
普
請
に
取
り
掛
か
り
、
そ
の
直
後
に
一
○
間
と
五
間
の
鷹
部
屋
の

建
設
に
着
手
し
、
｜
｜
月
一
四
日
に
完
成
し
た
。
さ
ら
に
同
月
二
二
日
に
は
福
松

衆
（
松
平
忠
吉
の
家
臣
団
）
も
一
○
間
の
鷹
部
屋
を
造
作
し
、
家
康
の
来
訪
に
備

え
た
。

家
康
は
予
定
通
り
に
忍
に
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
月
下
旬
に
は
江
戸

を
発
し
、
岩
槻
・
川
越
辺
に
逗
留
し
な
が
ら
鵬
狩
り
を
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
同

月
晦
日
に
な
っ
て
、
改
め
て
家
忠
の
も
と
に
「
殿
様
来
四
五
日
頃
二
、
此
方
へ
御

〈
釧
）

成
可
被
成
之
由
」
と
の
連
絡
が
入
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
同
月
一
一
四
口
■
、
い
つ
も

家
康
の
鷹
狩
り
に
同
行
し
て
い
る
女
房
た
ち
は
す
で
に
忍
城
に
入
り
、
家
康
の
到

着
を
待
っ
て
い
た
。
一
二
月
二
日
、
家
康
に
仕
え
て
い
た
本
多
正
信
・
加
賀
爪
政

（
型
）

尚
・
小
栗
久
次
か
ら
家
忠
に
「
殿
様
明
日
一
二
日
ニ
此
方
へ
御
成
候
ハ
ん
由
」
と
の

連
絡
を
伝
え
て
き
た
。
し
か
し
、
翌
三
日
に
な
る
と
、
「
殿
様
今
日
御
成
之
儀
相
延

候
由
申
釆
候
、
又
殿
様
此
方
御
成
之
儀
や
ミ
候
て
、
小
田
原
西
郡
へ
御
こ
し
候
、

若
君
様
京
都
よ
り
御
下
向
之
由
侯
て
、
に
ハ
か
に
御
迎
な
か
ら
小
田
原
へ
御
成
候

〈
麹
）

由
」
と
あ
る
よ
う
に
、
急
用
の
た
め
再
度
家
康
の
忍
で
の
鷹
狩
仇
リ
が
中
止
と
な
っ

た
と
の
知
ら
せ
が
本
多
・
小
栗
か
ら
家
忠
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
た
。

翌
二
○
年
（
文
禄
元
年
）
正
月
一
一
一
日
に
は
再
び
家
康
・
秀
忠
・
福
松
（
忠
吉
）

一
行
が
同
月
五
日
に
忍
に
来
る
と
の
知
ら
せ
が
あ
り
、
そ
の
五
日
に
は
一
足
早
く

彼
ら
を
取
り
巻
く
女
房
た
ち
が
忍
城
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
八
日
に
は
ま
た
し
て

も
家
康
ら
の
忍
で
の
鷹
狩
り
中
止
が
知
ら
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
翌
九
日
に
江
戸

の
鷹
師
衆
の
み
が
や
っ
て
き
た
。
こ
の
時
期
、
家
康
の
忍
で
の
照
狩
り
は
何
度
も

計
画
さ
れ
た
が
、
一
度
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
地
域
に
は
鷹
狩
り

に
出
か
け
て
お
り
、
家
康
の
鷹
狩
り
は
鷹
師
衆
の
鷹
遣
い
と
と
も
に
、
在
地
の
支

配
権
掌
握
を
示
威
す
る
た
め
に
行
っ
た
政
治
儀
礼
的
色
彩
の
強
い
狩
猟
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
で
に
前
年
一
二
月
二
九
日
、
福
松
が
近
日
中
に
忍
城
に
移
り
、
家
忠
が
下
総

に
配
置
換
え
と
な
る
こ
と
は
決
定
し
て
い
た
。
文
禄
元
年
二
月
一
九
日
、
家
忠
は

忍
城
の
引
渡
し
を
終
え
て
、
下
総
上
代
に
向
か
い
、
同
月
二
二
日
に
到
着
し
た
。

こ
こ
で
、
家
忠
は
隼
一
居
を
飼
養
し
、
た
び
た
び
鷹
狩
り
を
行
い
、
ま
た
追
鳥
狩

り
に
も
出
か
け
た
。
こ
の
狩
り
に
よ
っ
て
捕
ら
え
た
獲
物
は
家
康
へ
の
献
上
品
と

な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

家
忠
の
よ
う
に
各
地
に
配
置
さ
れ
た
上
級
家
臣
が
家
康
の
願
狩
り
に
合
わ
せ
て

鷹
部
屋
を
建
設
し
、
ま
た
徳
川
氏
の
願
師
衆
が
頻
繁
に
畷
狩
り
に
往
来
し
、
さ
ら

に
雁
を
鉄
砲
で
打
っ
た
者
を
捕
縛
し
、
江
戸
に
謹
送
し
て
い
る
と
い
う
状
況
を
考

え
れ
ば
、
家
康
の
鷹
の
諸
関
係
が
上
級
家
臣
の
そ
れ
よ
り
も
優
越
し
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
関
東
領
国
全
体
が
徳
川
氏
の
鷹
揚
に
指
定
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
開
幕
以
降
、
幕
府
の
鷹
場
が
関
東
な

ど
の
諸
地
域
に
広
範
に
存
在
し
、
そ
の
支
配
が
徹
底
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

徳
川
氏
の
関
東
鷹
場
は
関
東
領
国
時
代
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
関
東
領
国
時
代
の
鷹
の
諸
関
係
は
の
ち
の
江
戸
幕
府
の
そ
れ
を
規
定
し
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
幕
府
成
立
期
の
幕
府
鷹
場

豊
臣
政
権
の
も
と
で
大
老
の
地
位
に
あ
っ
た
家
康
が
こ
れ
を
払
拭
し
え
た
の
は
、

慶
長
五
年
二
六
○
○
）
の
関
が
原
の
戦
い
に
勝
利
し
、
事
実
上
覇
権
を
獲
得
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
家
康
は
戦
後
処
理
の
一
環
と

し
て
諸
大
名
の
所
領
の
没
収
・
削
減
・
加
封
・
転
封
な
ど
を
行
っ
て
豊
臣
「
公
儀
」

体
制
を
打
破
し
、
徳
川
「
公
儀
」
体
制
に
編
成
し
直
し
、
同
八
年
に
征
夷
大
将
軍
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に
就
任
し
幕
府
を
開
い
た
。
こ
れ
は
徳
川
政
権
が
名
実
と
も
に
豊
臣
政
権
に
代
わ

る
統
一
権
力
を
志
向
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
家
康
は
、
同
一

○
年
四
月
に
将
軍
職
を
三
男
秀
忠
に
譲
り
、
自
ら
は
大
御
所
と
な
っ
た
。
こ
こ
に

家
康
の
大
御
所
政
治
と
秀
忠
の
将
軍
政
治
と
の
二
元
政
治
が
元
和
二
年
（
一
六
一

六
）
四
月
の
家
康
の
死
去
ま
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
期
の
幕
府
政

治
が
大
御
所
政
治
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
徳
川
政
権
成
立
期
の
鷹
場
が
ど
の
よ
う
な
存
在
形
態
を
示
し
て
い
た

の
か
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
期
の
鷹
場
の
全
貌
を
示
す
史
料
は

現
在
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
量
的
拡
大
と
質
的
変
化

を
伴
い
な
が
ら
公
儀
鷹
場
と
し
て
の
歩
み
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
関
東
の
状

況
を
、
ま
ず
武
蔵
国
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

諸
大
名
の
江
戸
へ
の
往
来
が
増
大
す
る
と
、
有
力
な
大
名
に
は
参
府
中
の
遊
猟
・

慰
み
・
養
生
と
し
て
江
戸
周
辺
地
域
で
恩
賜
鷹
場
が
下
賜
さ
れ
、
あ
る
い
は
鷹
狩

り
が
許
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
関
が
原
の
役
後
の
慶
長
六
年
（
一
六
○
二
九
月
、

仙
台
藩
主
伊
達
政
宗
が
武
蔵
国
久
喜
に
一
○
○
力
村
の
鷹
場
を
下
賜
さ
れ
た
の
を

手
始
め
に
、
以
後
有
力
な
大
名
な
ど
三
四
名
に
恩
賜
鷹
場
が
下
賜
さ
れ
た
。
ま
た

開
幕
前
後
に
豊
後
国
臼
杵
城
に
居
を
構
え
た
大
島
光
義
（
所
領
は
美
濃
・
摂
津
国

内
に
一
万
八
○
○
○
石
）
は
、
「
そ
の
貴
ち
江
戸
に
参
る
の
と
き
、
牛
島
、
葛
西
、

府
中
等
に
を
い
て
放
鷹
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
、
其
餘
御
癬
場
の
地
に
て
も
恩
免

（
餌
》

あ
り
て
鷹
を
も
て
あ
そ
ぶ
」
と
あ
り
、
江
戸
周
辺
地
域
で
願
狩
り
が
許
さ
れ
た
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
御
鷹
場
」
と
は
幕
府
隠
場
に
紛
れ
な
く
、
光
義
は
そ
の
許
可

に
よ
っ
て
幕
府
腿
場
内
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
畷
狩
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
恩
賜
鷹
場
と
な
っ
た
場
所
は
、
い
ず
れ
も
徳
川
氏
及
び
幕
府
の
鷹
場
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
ら
の
鷹
場
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
地
を
他
大
名
に
下

賜
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

次
に
武
蔵
国
忍
の
支
配
状
況
を
み
て
み
よ
う
。
家
康
の
関
東
入
国
時
、
忍
城
に

は
松
平
忠
吉
（
一
○
万
石
）
と
松
平
家
忠
（
一
万
石
）
の
二
人
が
配
置
さ
れ
た
が
、

忠
吉
は
元
服
前
で
あ
っ
た
の
で
実
際
に
は
家
康
の
も
と
に
あ
り
、
そ
の
家
臣
た
ち

が
詰
め
て
い
た
。
そ
し
て
文
禄
元
年
二
月
、
忠
吉
は
元
服
す
る
と
忍
城
に
移
り
、

こ
の
た
め
家
忠
は
下
総
国
上
代
に
移
封
さ
れ
た
。
そ
の
後
忠
吉
は
関
が
原
の
戦
い

で
武
功
を
あ
げ
、
清
洲
に
移
っ
て
尾
張
一
国
五
二
万
石
を
領
し
た
こ
と
で
、
忍
領

は
徳
川
氏
の
蔵
入
地
及
び
下
級
家
臣
の
領
地
と
な
り
、
忍
城
は
寛
永
一
○
年
二

六
一
一
一
三
）
ま
で
番
城
と
な
っ
て
城
代
の
守
備
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
城
代
は
比

較
的
短
期
間
で
交
代
し
た
が
、
そ
れ
に
仕
え
て
諸
事
を
担
当
し
た
人
に
高
木
広
正

が
い
た
。
広
正
は
隊
下
の
五
○
人
を
引
き
連
れ
て
忍
城
に
入
り
、
ま
た
城
代
か
ら

五
○
人
を
預
け
ら
れ
、
都
合
一
○
○
人
に
よ
っ
て
そ
の
守
備
に
あ
た
っ
た
が
、
慶

長
二
年
七
月
に
忍
で
死
去
し
た
。
そ
の
あ
と
は
子
の
正
綱
が
受
け
継
ぎ
、
寛
永

九
年
二
月
の
死
去
ま
で
忍
城
を
守
衛
し
た
。
当
時
の
模
様
は
、
「
高
木
九
助
正
綱

に
忍
領
十
二
万
石
の
事
沙
汰
す
べ
し
と
命
ぜ
ら
れ
、
代
官
小
栗
庄
右
衛
門
正
勝
、

遠
藤
豊
九
郎
某
、
天
野
彦
右
衛
門
忠
重
の
三
人
、
正
綱
に
属
し
て
そ
の
事
つ
か
ふ

（
躯
）

ま
つ
る
べ
し
と
仰
付
ら
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
で
忍
領
の
大
部
分
は
代
官
頭
伊
奈
忠
次
や
代
官
大
河
内
久
綱
ら
の
支

配
下
に
あ
り
、
ほ
か
に
天
野
忠
童
や
小
栗
正
勝
ら
の
代
官
も
い
た
。
天
野
と
小
栗

の
履
歴
は
大
変
似
通
っ
て
お
り
、
と
も
に
慶
長
七
年
よ
り
忍
城
の
城
番
を
つ
と
め
、

同
九
年
三
月
に
武
蔵
国
幡
羅
郡
三
ヶ
尻
村
と
折
ロ
村
に
合
わ
せ
て
五
五
○
石
ず
つ

の
知
行
を
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
一
八
年
二
月
に
は
と
も
に
忍
近
郷
の

代
官
と
な
っ
た
。
天
野
忠
童
は
、
「
（
慶
長
）
十
八
年
十
一
月
十
八
日
忍
近
郷
の
御

代
官
と
な
り
、
の
ち
同
郡
の
う
ち
に
を
い
て
加
恩
あ
り
、
す
べ
て
六
百
石
餘
を
知

行
し
、
忍
鴻
巣
の
御
廠
場
を
支
配
し
、
同
心
十
人
を
あ
づ
け
ら
る
」
と
あ
り
、
そ

の
子
忠
詣
に
は
「
慶
長
七
年
よ
り
東
照
宮
に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
る
、
の
ち
忍
鴻
巣

の
御
鷹
場
を
支
配
し
、
現
米
八
十
石
を
た
ま
ふ
、
そ
の
閏
ち
大
坂
両
度
の
御
陣
に

（
蓮

雇
従
し
」
と
あ
っ
て
、
天
野
父
子
は
大
坂
の
陣
以
前
か
ら
同
心
十
人
と
と
も
に
忍
・

鴻
巣
の
鷹
場
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
。
ま
た
小
栗
正
勝
は
家
康
の
五
カ
国
領
有
時
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代
か
ら
鷹
匠
頭
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
い
て
い
た
小
栗
久
次
の
弟
で
あ
っ
た
が
、

家
康
の
関
東
入
国
時
に
は
鉄
砲
同
心
二
○
人
を
預
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
忍
城

の
城
番
を
つ
と
め
、
の
ち
代
官
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
子
正
信
は
鷹
師
を
つ

と
め
た
も
の
の
、
寛
永
三
年
父
に
先
立
っ
て
死
去
し
た
。
正
信
の
子
正
重
は
将
軍

秀
忠
の
鵠
頭
と
な
っ
て
い
る
が
、
正
信
の
娘
が
天
野
忠
詣
の
三
男
正
利
と
縁
組
し

た
こ
と
で
一
部
の
知
行
地
が
割
か
れ
て
分
家
し
、
こ
の
両
家
は
天
和
・
貞
享
期
ま

で
應
師
を
つ
と
め
た
。

（
〃
）

ま
た
大
草
忠
成
は
「
天
正
十
八
年
御
手
鴎
師
を
つ
と
め
八
武
蔵
国
忍
に
住
す
」

と
あ
り
、
以
後
大
草
氏
は
天
和
年
間
ま
で
三
代
に
わ
た
り
、
忍
に
住
ん
で
手
鵬
師

を
つ
と
め
た
。
間
宮
元
童
に
も
「
慶
長
五
年
大
坂
に
め
さ
れ
て
御
鷹
を
あ
づ
け
ら

（
躯
）

る
、
の
ち
忍
領
に
住
し
て
御
手
蝿
匠
を
つ
と
む
」
と
あ
っ
て
、
同
様
の
事
情
が
う

か
が
え
る
。
さ
ら
に
吉
田
政
重
は
。
寛
永
）
十
五
年
よ
り
忍
の
御
鳥
屋
飼
と
な

る
」
と
あ
り
、
そ
の
子
政
次
に
も
「
天
和
元
年
九
月
四
日
鴻
巣
の
御
鳥
屋
飼
頭
と

（
羽
）

な
り
」
と
あ
っ
て
、
忍
・
鴻
巣
で
鳥
屋
飼
す
な
わ
ち
鷹
の
飼
養
を
担
当
し
て
い
た
。

（
卯
）

「
柳
営
日
次
記
」
に
は
「
忍
領
鳥
屋
飼
屋
敷
井
鳥
見
屋
敷
□
城
内
有
之
」
と
あ

り
、
忍
城
内
に
は
忍
領
を
管
轄
す
る
鳥
屋
飼
屋
敷
や
鳥
見
屋
敷
が
あ
っ
て
、
幕
府

の
鷹
施
設
が
位
置
づ
い
て
お
り
、
ま
た
忍
領
は
鴻
巣
と
と
も
に
鷹
場
支
配
の
一
つ

の
ま
と
ま
り
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
家
康
の
関
東
入
国
直
後
か
ら
忍
城
内
で

鷹
部
屋
が
頻
繁
に
造
作
さ
れ
て
い
た
の
は
、
徳
川
氏
の
鷹
施
設
の
拠
点
と
な
っ
て

い
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
れ
が
開
幕
後
も
継
承
・
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

「
本
光
国
師
日
記
」
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
一
一
月
一
五
日
条
に
は
“
「
大

御
所
様
（
家
康
）
越
谷
に
て
、
少
御
機
嫌
悪
敷
御
座
候
シ
ル
よ
し
、
将
軍
様
（
秀

忠
）
も
御
気
過
二
思
召
候
ツ
ル
、
も
は
や
御
機
嫌
も
な
を
り
候
て
、
各
御
大
慶
之
御

事
二
候
、
御
心
安
可
被
思
召
候
、
従
将
軍
様
、
鳥
見
二
被
遣
候
助
太
夫
と
哉
覧

申
人
、
御
改
易
之
由
候
、
名
字
ハ
不
存
候
、
御
鷹
場
二
事
外
水
を
せ
き
入
、
新
ひ

く
釦
）

ら
き
な
と
仕
候
故
と
相
聞
申
侯
」
と
あ
り
、
武
蔵
国
越
谷
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
鳥

見
助
太
夫
が
幕
府
鷹
場
内
の
土
地
に
水
を
引
き
入
れ
新
開
し
た
と
い
う
理
由
で
改

易
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
内
容
は
、
「
駿
府
記
』
の
同
年
二
月
一
○
日
条
に
「
大（
型
）

御
所
越
谷
渡
御
、
御
鷹
場
水
滞
り
、
御
放
朧
不
成
、
因
蕊
代
官
蒙
御
勘
気
一
云
々
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
家
康
が
越
谷
に
訪
れ
た
際
鷹
場
に
水
が
張
っ
て
あ
っ
て
鷹
狩

り
が
で
き
ず
、
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
て
代
官
が
叱
責
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は

処
罰
さ
れ
た
者
に
鳥
見
と
代
官
と
の
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
後
年
の
事
例
で
も
冬

場
の
鷹
狩
り
期
間
中
、
鷹
場
で
は
稲
刈
り
後
の
田
へ
の
水
張
り
が
厳
禁
さ
れ
て
い

た
。次
に
、
下
総
・
上
総
両
国
内
の
幕
府
鷹
場
の
存
在
状
況
を
み
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
。
「
当
代
記
」
の
慶
長
一
六
年
一
二
月
八
日
条
に
は
、
「
新
庄
駿
河
、
於
下
総

（
鋼
）

国
法
度
所
鷹
を
道
、
鳥
見
の
者
江
戸
へ
令
言
上
、
依
之
駿
河
父
子
退
散
」
と
あ
り
、

常
陸
国
麻
生
藩
主
新
庄
直
頼
・
直
定
父
子
が
下
総
国
内
の
鷹
狩
り
禁
止
区
域
で
鷹

を
遣
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
鳥
見
に
発
見
さ
れ
、
江
戸
に
報
告
さ
れ
た
の
で
そ
の
親

子
は
退
散
し
た
と
い
う
。
鷹
狩
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
地
域
で
、
か
つ
鳥
見
が
巡

回
し
て
い
る
地
域
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
朧
場
に
指
定
さ
れ
て
い
た
地
域
と
理
解

さ
れ
る
。

「
慶
長
見
聞
録
案
紙
」
の
慶
長
一
三
年
四
月
八
日
条
に
は
、
「
中
納
言
殿
（
結
城

（
鋤
）

秀
康
）
御
法
事
者
上
総
国
御
騰
場
二
森
巌
寺
と
申
寺
御
建
立
御
吊
有
之
」
と
あ
り
、

家
康
の
二
男
結
城
秀
康
の
一
周
忌
の
法
事
は
上
総
国
鷹
場
内
に
森
巌
寺
を
建
立
し

て
弔
っ
た
と
い
う
。
上
総
国
内
は
明
ら
か
に
幕
府
鷹
場
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

上
総
国
内
の
鷹
場
支
配
の
模
様
は
、
幕
府
代
官
で
あ
っ
た
野
村
為
勝
の
家
譜
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
「
大
坂
両
度
の
御
陣
に
し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
り
、

凱
旋
の
の
ち
軍
忠
を
質
せ
ら
れ
、
上
総
国
山
辺
郡
の
う
ち
に
し
て
釆
地
三
百
三
十

石
餘
を
賜
ひ
、
元
和
六
年
鳥
見
同
心
を
あ
づ
け
ら
る
、
寛
永
二
年
上
総
国
東
金
領
、

（
蕊
）

下
総
国
千
葉
領
両
所
の
御
代
官
と
な
り
」
と
あ
り
、
野
村
は
鳥
見
同
心
を
従
属
下

に
置
き
、
上
総
国
内
の
鷹
場
支
配
に
あ
た
り
、
寛
永
二
年
か
ら
は
代
官
を
も
兼
帯
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し
た
。

享
保
四
年
二
七
一
九
）
に
作
成
さ
れ
た
「
上
総
国
山
辺
郡
長
柄
郡
之
内
御
鷹

（
鑓
）

場
之
由
来
書
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
〈
略
）
権
現
様
（
家
康
）
御
入
国
の
節
、
初
め
て
東
金
表
御
鷹
場
二
仰
付

ら
れ
、
御
入
国
最
初
の
御
鷹
場
に
て
御
座
候
由
、
則
ち
其
の
節
、
酒
井
左

衛
門
尉
家
来
栗
原
右
衛
門
と
申
す
仁
を
召
出
さ
れ
、
御
知
行
三
百
石
下
し

置
か
れ
、
御
鷹
場
御
預
け
遊
ぱ
さ
れ
侯
、
此
の
外
十
五
人
召
出
さ
れ
、
鳥

見
役
仰
せ
付
け
さ
せ
ら
れ
候

一
、
栗
原
右
衛
門
殿
儀
、
東
金
近
所
福
俵
村
二
居
住
仰
付
け
ら
れ
、
天
正
十

八
年
よ
り
慶
長
十
九
年
迄
、
御
隠
場
御
預
り
役
成
さ
れ
、
其
の
後
美
渡
郡

代
仰
付
け
ら
れ
、
跡
役
野
村
彦
太
夫
様
へ
仰
付
け
ら
れ
候

こ
の
由
来
書
に
よ
れ
ば
、
上
総
国
東
金
地
城
は
戦
国
時
代
、
在
地
領
主
一
噸
井
氏

の
所
領
で
あ
っ
た
が
、
北
条
氏
の
滅
亡
後
徳
川
家
康
の
所
領
と
な
り
、
そ
の
蔵
人

地
や
下
級
家
臣
の
知
行
地
と
な
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
徳
川
氏
の
鷹
場
に
指
定
さ

れ
、
酒
井
氏
の
家
臣
栗
原
右
衛
門
が
腿
場
預
り
役
と
な
り
、
彼
の
も
と
に
は
一
五

人
の
鳥
見
が
付
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
慶
長
一
九
年
に
は
そ
の
跡
役
を
野
村
彦

太
夫
為
勝
が
勤
め
た
と
い
う
。
こ
の
内
容
は
野
村
為
勝
の
家
譜
に
ほ
ぼ
符
合
す
る
。

そ
の
後
、
東
金
鷹
場
の
支
配
を
担
当
し
た
落
合
正
益
の
家
譜
に
は
、
「
（
寛
文
）
九

（
打
）

年
七
月
一
一
十
五
日
東
金
の
鳥
見
組
頭
に
転
じ
、
同
心
十
五
人
を
あ
づ
け
ら
る
」
と

あ
り
、
東
金
の
鷹
場
支
配
は
初
期
の
鱈
場
預
り
役
か
ら
鳥
見
役
へ
と
移
行
し
た
が
、

鳥
見
の
も
と
に
は
同
心
一
五
人
が
付
属
し
て
い
た
。

ま
た
「
武
野
燭
誕
墜
に
よ
れ
ば
、
慶
長
二
年
正
月
の
関
東
総
奉
行
閃
鐘
嘩
婿
成
・

（
鍋
）

青
山
忠
成
の
失
脚
事
件
は
、
東
金
駕
場
で
の
農
民
の
捕
鳥
が
原
因
と
さ
れ
て
お
り
、

近
世
初
期
か
ら
東
金
が
鷹
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
軍
付
け
て
い
る
。
こ
の
東
金
に
は

同
一
九
年
正
月
の
家
康
の
願
狩
り
に
合
わ
せ
て
御
殿
が
建
設
さ
れ
、
同
時
に
下
総

国
船
橋
と
東
金
と
の
間
に
は
御
成
街
道
も
築
造
さ
れ
た
。

相
模
国
内
の
鷹
場
に
つ
い
て
は
、
「
大
坂
夏
の
役
の
伊
達
政
宗
手
勢
引
具
し
打
て

の
ぼ
り
、
相
模
の
中
原
に
い
た
り
鷹
つ
か
ひ
し
に
、
こ
の
所
は
御
留
場
に
て
大
岡

何
が
し
守
り
た
る
が
、
鑓
提
て
出
来
り
政
宗
に
む
か
ひ
、
某
が
あ
づ
か
り
し
所
を
、

（
羽
）

か
く
狼
籍
せ
ら
れ
て
は
、
大
御
所
へ
対
し
奉
り
て
申
分
立
ず
」
と
あ
り
、
相
模

国
中
原
の
幕
府
鷹
場
を
管
鞘
し
て
い
た
大
岡
氏
と
そ
の
地
で
鷹
狩
り
を
し
た
伊
達

政
宗
と
の
や
り
取
り
を
め
ぐ
る
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
中
原
で
は
家
康
が
関
東

領
国
時
代
か
ら
鷹
狩
り
を
行
い
、
御
殿
も
築
か
れ
て
い
た
。
安
祥
以
来
の
旧
臣
と

さ
れ
る
大
岡
氏
は
、
「
寛
永
諸
家
系
図
」
座
で
は
特
定
し
え
な
い
が
、
「
御
場
一
件
」

に
は
「
権
現
様
御
代
よ
り
御
鳥
見
相
勤
侯
家
筋
」
と
し
て
大
岡
与
惣
兵
衛
・
大
岡

（
⑩
）
 

兵
蔵
の
名
が
み
え
る
。

関
が
原
の
戦
い
及
び
開
幕
後
の
幕
府
癬
場
の
最
大
の
特
色
は
、
海
道
筋
、
畿
内

及
び
そ
の
近
国
に
も
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
東
海
地
方
か
ら
確
認

し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
家
康
は
慶
長
一
三
年
駿
府
城
に
居
を
移
し
、
そ
の
周
辺

の
ほ
か
、
駿
府
・
江
戸
間
及
び
駿
府
・
京
都
間
の
路
次
で
た
び
た
び
畷
狩
り
を
行

っ
た
。
「
駿
府
記
」
の
同
一
六
年
一
二
月
一
日
条
に
は
、
「
府
中
近
辺
御
鷹
野
、
田

面
湛
水
故
、
有
御
気
色
、
仰
彦
坂
九
兵
衛
、
畔
柳
認
学
、
松
下
浄
慶
、
彼
田
之
名

主
十
餘
人
被
禁
獄
之
、
是
毎
年
苅
田
以
後
、
田
上
之
水
可
引
去
之
旨
令
相
触
給
処
、

（
肌
）

依
背
御
意
及
此
儀
云
々
」
と
あ
り
、
家
康
が
駿
府
近
辺
で
鷹
狩
り
を
し
た
時
、
田

に
水
が
張
っ
て
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
地
の
代
官
ら
に
命
じ
て
名
主
ら
一
○
余
人
を

投
獄
さ
せ
た
。
こ
れ
は
稲
刈
り
後
の
水
落
と
し
と
い
う
癬
場
規
制
に
違
反
し
た
こ

と
に
よ
る
措
置
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
吉
田
政
永
の
履
歴
に
は
、
「
駿
河
国
に
を

（
⑫
）
 

い
て
東
照
宮
に
っ
か
へ
た
て
ま
つ
り
御
手
職
師
と
な
り
」
と
あ
り
、
駿
河
国
内
で

家
康
に
仕
え
て
手
鷹
師
と
な
り
、
そ
の
兄
種
久
も
同
様
に
懸
師
を
つ
と
め
て
い
た
。

遠
江
国
内
で
は
、
「
駿
府
記
」
の
慶
長
一
七
年
正
月
二
日
条
に
「
当
所
（
中

（
綱
）

泉
）
依
為
御
臘
場
御
逗
留
云
々
」
と
あ
り
、
ま
た
同
書
の
同
二
○
年
一
一
月
一
○
日

（
“
）
 

条
に
も
「
相
良
着
御
、
始
而
依
為
御
聴
場
御
殿
新
造
一
云
々
」
と
あ
り
、
幕
府
鷹
場

の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
両
地
域
に
は
鷹
狩
り
で
逗
留
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
た
め
、
御
殿
が
建
設
さ
れ
て
い
た
。
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次
に
、
畿
内
近
国
の
幕
府
鷹
場
だ
が
、
豊
臣
政
権
の
そ
れ
を
継
承
再
編
し
た
よ

う
で
あ
る
。
畿
内
は
古
代
以
来
、
歴
代
政
権
の
政
治
基
盤
と
な
っ
て
い
た
だ
け
に
、

な
が
い
鷹
狩
り
の
歴
史
を
有
し
て
い
た
。
桓
武
天
皇
の
代
に
は
大
原
野
・
水
生
野
・

栗
前
野
・
北
野
・
交
野
な
ど
が
禁
野
と
な
っ
て
い
て
、
中
世
で
も
鷹
狩
り
の
地
と

な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
含
む
畿
内
近
国
の
狩
場
を
全
国
の
頂
点
に
君
臨
す

る
畷
場
に
編
成
し
た
の
は
豊
臣
政
権
で
あ
っ
た
。
豊
臣
秀
吉
は
当
初
五
畿
内
（
山

城
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
大
和
）
と
近
江
・
尾
張
・
三
河
の
一
一
一
国
に
鷹
場
を
も

っ
て
い
た
が
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
正
月
に
尾
張
・
三
河
の
鷹
場
を
関
白
秀

（
伯
）

次
に
分
与
し
た
。
ま
た
文
禄
三
年
、
翌
四
年
と
連
続
し
て
、
秀
吉
は
五
畿
内
及
び

近
国
の
鷹
場
に
諸
鳥
を
集
め
る
た
め
遠
国
大
名
に
鉄
砲
の
打
ち
放
し
を
指
令
し
、

つ
い
で
に
諸
鳥
の
進
上
を
も
命
じ
た
。

徳
川
政
権
は
豊
臣
政
権
の
鷹
場
を
継
承
し
、
そ
の
一
部
を
彦
根
藩
主
井
伊
直
孝
・

飛
騨
高
山
藩
主
金
森
長
近
・
姫
路
藩
主
池
田
輝
政
・
伏
見
城
代
松
平
定
勝
ら
に
恩

賜
鷹
場
と
し
て
下
賜
し
、
再
編
し
た
。
金
森
氏
は
慶
長
八
年
に
山
城
・
摂
津
・
河

内
・
和
泉
国
内
、
松
平
氏
は
同
一
二
年
に
伏
見
近
郷
、
池
田
氏
は
同
一
七
年
に
摂

津
国
内
、
井
伊
氏
は
元
和
元
年
二
六
一
五
）
に
近
江
・
山
城
国
内
に
そ
れ
ぞ
れ

恩
賜
鷹
揚
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
の
で
、
豊
臣
政
権
の
鷹
場
の
継
承
は
慶
長
八
年
の

幕
府
開
設
時
を
画
期
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
豊
臣
政
権
の

吉
良
鷹
場
の
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
伊
藤
正
知
は
、
開
幕
前
後
に
幕
府
家
臣
に
復

帰
し
、
伏
見
に
住
し
て
鷹
場
奉
行
を
つ
と
め
た
。

こ
の
ほ
か
、
家
康
・
秀
忠
の
時
代
、
五
畿
内
及
び
近
国
に
住
ん
だ
幕
府
の
鷹
役

人
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
比
留
正
吉
は
少
な
く
と
も
関
東
領
国
時
代
に
は
徳
川

氏
の
「
御
手
鷹
の
役
」
と
な
っ
て
い
て
、
京
都
に
居
を
構
え
な
が
ら
一
年
お
き
に

江
戸
に
赴
い
て
い
た
。
開
幕
後
も
在
住
し
、
そ
の
死
後
子
の
正
永
も
京
都
に
住
し

（
輯
）

て
「
御
手
鷹
の
役
」
を
つ
と
め
た
。
家
康
・
秀
忠
の
京
都
滞
在
時
の
鷹
狩
り
に
奉

仕
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
家
康
に
仕
え
た
越
智
吉
長
は
、
三
河
内
国
）
交
野
の

（
⑪
〉

釆
地
に
住
し
、
仰
を
う
け
て
山
城
及
び
摂
河
三
国
諸
鳥
の
法
度
を
沙
汰
す
」
と
あ

り
、
そ
の
子
吉
廠
に
も
「
父
が
動
に
代
り
五
畿
内
諸
鳥
の
法
度
を
沙
汰
す
」
と
あ

り
、
吉
慶
の
子
吉
次
は
当
初
は
父
の
勤
め
を
継
い
だ
が
の
ち
上
総
国
東
金
の
鳥
見

と
な
っ
た
。

国
制
を
基
盤
と
し
て
活
動
す
る
諸
鳥
法
度
の
沙
汰
人
の
活
動
状
況
は
不
明
だ
が
、

参
考
の
た
め
元
和
二
年
五
月
に
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
が
法
度
沙
汰
人
を
通
じ
て
領

内
鷹
場
村
々
に
触
れ
た
諸
鳥
法
度
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
は
「
諸
鳥
御

法
度
ノ
新
御
札
、
（
略
）
於
以
来
ハ
、
う
つ
ら
・
ひ
は
り
ハ
不
及
申
、
す
典
め
の
子

成
共
取
候
ハ
、
、
可
為
曲
事
由
御
意
之
段
、
状
二
書
申
候
、
〈
略
）
仙
北
ノ
内
よ

り
何
成
共
鳥
持
参
候
者
□
、
か
ら
め
差
上
侯
へ
、
ほ
う
美
被
下
へ
き
由
、
御
意
之

段
申
越
候
、
又
仙
北
中
ヘ
ハ
、
於
向
後
、
く
ほ
田
御
餌
さ
し
成
共
参
、
鳥
取
候

ハ
、
、
か
ら
め
差
上
へ
き
よ
し
御
意
被
成
、
侍
二
候
共
お
さ
へ
置
、
住
（
注
）

（
伯
）

進
可
仕
由
被
仰
出
候
」
と
あ
り
、
書
札
に
認
め
ら
れ
た
諸
鳥
法
度
は
諸
鳥
の
捕

獲
・
殺
生
を
取
り
締
ま
る
法
令
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
諸
鳥
の
捕
獲
は
民
衆
の
み

な
ら
ず
、
藩
の
餌
差
や
武
士
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
法
度
の
沙
汰
人
は
こ
の
法
度

を
村
々
に
伝
達
す
る
だ
け
で
な
く
、
違
反
者
の
摘
発
や
捕
縛
、
そ
し
て
村
々
と
連

繋
し
な
が
ら
注
進
の
窓
口
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
幕
府
の
五
畿
内
で
活
動
す
る
諸
鳥
法
度
の
沙
汰
人
も
類
似
の

こ
と
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
諸
鳥
法
度
は
鷹
場
の
み
に
触
れ
ら
れ
る
固
有
な
法

度
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
秋
田
藩
の
そ
れ
が
仙
北
と
い
っ
た
領
域
を

取
締
り
の
範
囲
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
五
畿
内
の
そ
れ
は
国
制
を
基
盤
と
し
て

諸
鳥
捕
獲
・
殺
生
の
取
締
り
を
管
轄
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
寛
永
中
期
以

降
、
将
軍
の
鷹
狩
り
が
畿
内
や
海
道
筋
で
行
わ
れ
な
く
な
る
と
、
こ
の
地
域
の
幕

府
鷹
場
と
し
て
の
役
割
も
後
退
し
て
い
き
、
施
設
の
減
少
や
機
構
の
縮
小
・
再
編

が
相
次
い
だ
。
こ
の
結
果
、
諸
島
法
度
の
沙
汰
人
は
し
だ
い
に
消
滅
し
、
烏
見
や

鷹
匠
の
職
能
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
河
国
幡
豆
郡
内
は
、
古
く
か
ら
鷹
と
関
係
の
深
い
地
で
あ
っ
た
。
戦
国
時
代

に
は
鷹
部
屋
氏
と
い
う
在
地
領
主
が
幡
豆
郡
小
島
に
勢
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
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あ
り
、
武
家
政
権
が
御
鷹
の
権
を
掌
握
す
る
場
合
に
こ
の
地
を
抑
え
る
こ
と
は
重

要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
徳
川
氏
が
関
東
に
移
封
さ
れ
る
と
、
豊
臣
政
権
は
吉

良
周
辺
を
鷹
場
に
指
定
し
、
そ
の
地
に
鷹
場
奉
行
を
置
い
た
。
家
康
の
も
と
で
鳥

見
を
つ
と
め
た
伊
藤
正
知
は
、
天
正
一
九
年
（
一
五
九
二
二
月
に
秀
吉
に
召
抱

（
栂
）

え
ら
れ
、
同
年
八
月
に
は
秀
士
ロ
よ
り
士
口
良
鷹
場
の
鷹
場
奉
行
を
命
ぜ
ら
れ
、
「
御
鷹

（
釦
）

場
御
法
度
書
」
を
下
げ
渡
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
「
吉
良
中
諸
鳥
奉
行
之
事
被

仰
付
候
、
ふ
け
た
。
「
大
河
わ
ら
・
大
池
・
大
川
、
高
縄
Ｐ
な
か
し
縄
二
而
可
取
之

候
、
此
外
堅
可
相
留
者
也
」
と
あ
り
、
鷹
場
奉
行
は
吉
良
中
で
の
諸
鳥
の
捕
獲
場

所
と
そ
の
道
具
を
見
張
り
な
が
ら
取
り
締
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、

（
副
）

正
知
は
家
康
の
も
と
に
復
帰
し
、
「
伏
見
に
住
し
て
御
朧
場
の
奉
行
を
つ
と
む
」
と

あ
り
刃
そ
の
子
正
信
も
「
三
河
国
に
住
し
御
膳
場
の
奉
行
を
っ
と
む
」
と
あ
っ
て
、

二
代
に
わ
た
っ
て
鷹
場
奉
行
を
つ
と
め
て
い
た
。
吉
良
の
鷹
場
は
開
幕
後
、
幕
府

鷹
場
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
模
様
で
、
寛
永
一
○
年
代
に
は
手
鷹
師
頭
阿
部
重
次
一

行
が
頻
繁
に
出
向
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
際
の
経
費
は
、
遠
州
中
泉
代
官
所
が

徴
収
し
た
年
貢
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
段
階
で
は
鷹
師
頭
預
り

の
鷹
場
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
江
国
内
の
幕
府
鷹
場
は
、
元
和
元
年
に
彦
根
藩
主
井
伊
直
孝
が
近
江
・
山
城

国
内
に
恩
賜
鷹
場
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
は
幕
府
鷹
場
で
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
井
口
宗
景
の
家
譜
に
は
、
「
天
正
十
年
よ
り
東
照
宮
に
つ
か
へ
た

て
ま
つ
り
、
三
百
石
の
釆
地
を
た
ま
ひ
、
近
江
国
乙
窪
村
に
住
し
、
御
鳥
屋
飼
の

（
艶
）

事
を
つ
と
む
」
と
あ
り
、
乙
窪
村
は
早
く
か
ら
徳
川
氏
の
朧
部
屋
の
拠
点
と
な
っ

て
い
た
。
宗
景
の
子
宗
貞
は
近
江
国
の
郡
代
と
な
っ
た
が
、
宗
貞
の
子
宗
次
は
乙

窪
村
に
住
し
て
鷹
師
を
つ
と
め
た
。
．
ま
た
沢
実
則
の
家
譜
に
は
、
「
元
和
三
年
は
じ

め
て
台
徳
院
殿
に
ま
み
え
た
て
ま
つ
り
、
御
手
鷹
師
と
な
り
、
廩
米
を
た
ま
ひ
、

（
斑
）

近
江
国
神
崎
郡
神
田
村
に
住
す
」
と
あ
り
、
幕
府
は
井
伊
氏
へ
の
恩
賜
鷹
場
下
賜

後
も
近
江
国
内
に
鷹
師
を
配
置
し
て
い
た
。
こ
れ
は
家
康
・
秀
忠
が
京
都
と
江
戸
・

駿
府
間
の
往
来
の
路
次
に
行
っ
た
鷹
狩
り
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
徳
川
氏
は
関
東
領
国
時
代
、
鷹
役
人
を
関
東
の
ほ
か
へ
近
江
国

や
京
都
に
も
置
い
て
い
た
が
、
こ
れ
は
在
京
賄
料
と
し
て
与
え
ら
れ
た
近
江
国
や

京
都
滞
在
時
の
鷹
狩
り
の
た
め
に
機
能
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
関
が
原
の
戦
い
及

び
開
幕
後
、
徳
川
政
権
は
そ
れ
ま
で
の
関
東
の
ほ
か
、
豊
臣
政
権
の
五
畿
内
近
国

の
踊
場
を
継
承
・
再
編
し
、
さ
ら
に
海
道
筋
を
も
含
め
て
幕
府
購
場
と
し
た
。
こ

の
期
の
幕
府
鷹
場
の
拡
大
は
、
徳
川
政
権
が
武
家
政
権
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
豊

臣
政
権
の
後
継
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
関
東
を
主
た
る
政
治
基
盤
と
す
る
政
権

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
当
該
期
の
政
治
的

要
請
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
公
儀
鷹
場
は
大
別
し
て
幕
府
鷹
場
と
諸
大
名
に

下
賜
し
た
恩
賜
鷹
場
と
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
幕

府
鷹
場
の
諸
地
域
に
は
鳥
屋
飼
や
手
鷹
師
・
鷹
場
奉
行
・
諸
鳥
法
度
の
沙
汰
人
な

ど
の
鷹
役
人
が
配
置
さ
れ
、
鷹
の
飼
養
や
鷹
場
の
支
配
を
行
い
、
そ
の
付
近
で
の

鷹
狩
り
に
奉
仕
し
た
。
そ
う
し
た
拠
点
に
鷹
狩
り
時
の
休
泊
・
休
憩
施
設
と
な
る

御
殿
・
御
茶
屋
が
建
設
さ
れ
た
の
も
家
康
・
秀
忠
時
代
の
特
色
で
あ
っ
た
。

三
寛
永
五
年
魔
場
令
の
歴
史
的
意
義

寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
一
○
月
二
八
日
、
幕
府
は
お
お
よ
そ
江
戸
五
里
四
方

の
村
々
を
対
象
に
「
近
郊
放
鷹
の
地
の
制
」
（
以
後
、
鷹
場
令
と
称
す
）
を
発
令
し

（
魂
）

（
弱
）

（
弱
）

た
。
こ
の
法
令
は
「
東
武
実
録
」
に
収
録
さ
れ
、
実
際
、
武
蔵
国
豊
島
郡
芝
村
、

（
師
）

同
国
葛
飾
郡
平
井
村
に
触
れ
ら
れ
た
も
の
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
鷹
場
令
は
、
江
戸
周
辺
の
鷹
場
を
対
象
と
し
た
ま
と
ま
り
の
あ
る
内
容
を

も
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
幕
府
鷹
場
の
成
立
を
示
す
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ

て
き
た
。
各
村
に
触
れ
ら
れ
た
鷹
場
令
は
五
カ
条
の
条
文
と
年
記
の
み
の
構
成
だ

が
、
「
東
武
実
録
」
に
は
五
カ
条
の
条
文
と
年
記
の
ほ
か
、
「
此
御
法
度
書
相
触
る

村
々
之
事
」
と
し
て
五
四
力
村
の
村
名
と
各
村
へ
の
触
達
を
担
当
し
た
幕
府
代
官

の
名
前
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
「
御
黒
印
木
札
渡
候
輩
」
と
し
て
木
札
一
枚

ず
つ
を
渡
さ
れ
た
四
名
の
鷹
師
頭
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
各
代
官
が
触
達
を
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第１表寛永５年鷹場令の触達村々
⑥OIIBti 
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第１図寛永５年鷹場令の触村 (出典）「東武実録」より作成

分
担
し
た
村
落
は
第
１
表
の
通
り
で
あ
り
、
七
名
の
代
官
に
よ
っ
て
五
四
力
村
に

伝
達
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
第
１
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
触
れ
ら
れ
た
村
落
は
江
戸

の
北
部
と
東
部
、
そ
れ
に
南
西
部
に
ま
と
ま
り
、
江
戸
川
・
中
川
・
綾
瀬
川
・
隅

田
川
・
荒
川
・
玉
川
な
ど
の
河
川
添
い
に
集
中
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
鷹
場

令
を
「
東
武
実
録
」
か
ら
引
用
し
て
み
る
。

村
の
名

一
、
御
鷹
御
意
に
て
つ
か
ひ
候
者
は
、
此
御
判
（
御
黒
印
）
木
札
に
て
可

有
之
候
之
間
、
能
々
あ
ら
た
め
、
御
判
無
相
違
に
は
つ
か
ハ
せ
可
申
事

一
、
上
下
の
と
を
り
鷹
ハ
、
御
臘
場
之
内
は
か
り
、
宿
次
に
相
送
へ
き
事

一
、
御
判
な
く
し
て
つ
か
ひ
候
者
、
鷹
師
と
も
に
と
め
置
、
早
々
可
申
上
事

一
、
御
判
な
く
し
て
鷹
つ
か
ひ
候
を
見
出
候
者
に
は
、
御
褒
美
可
被
下
、
も

し
見
の
か
し
候
ハ
、
、
其
も
の
曲
事
に
可
被
仰
付
事

一
、
在
々
所
々
に
あ
や
し
き
も
の
、
一
切
を
く
へ
か
ら
さ
る
事

右
此
旨
を
あ
ひ
守
へ
き
者
也

寛
永
五
年
十
月
廿
八
日

第
一
条
で
は
「
御
意
」
、
す
な
わ
ち
将
軍
の
意
思
と
し
て
幕
府
鷹
場
内
で
鷹
遣
い

が
許
さ
れ
た
の
は
、
「
御
黒
印
」
の
木
札
を
所
持
す
る
者
だ
け
で
あ
り
、
鷹
場
村
々

で
は
鷹
遣
い
の
者
が
来
村
し
た
場
合
に
は
「
御
黒
印
」
の
木
札
を
改
め
、
こ
の
木

札
を
所
持
す
る
者
に
限
り
鷹
を
遣
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
、
鷹
場
村
々
は

鷹
遣
い
を
す
る
者
の
改
め
と
監
視
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
「
御
黒
印
」
の
木

札
を
渡
さ
れ
て
い
た
の
は
、
加
藤
伊
織
則
勝
・
戸
田
久
助
貞
吉
・
小
栗
長
右
衛
門

政
次
・
阿
部
新
右
衛
門
重
勝
の
四
人
の
鷹
師
頭
で
あ
っ
た
。
「
御
黒
印
」
の
木
札
は

一
人
の
鷹
師
頭
に
一
枚
ず
つ
渡
さ
れ
た
が
、
鷹
師
頭
に
属
し
た
鷹
師
た
ち
が
こ
の

木
札
を
所
持
し
て
鷹
遣
い
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

第
二
条
で
は
鷹
場
内
で
鷹
の
往
来
が
あ
る
場
合
に
は
、
鷹
場
村
々
が
宿
継
す
る

こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
第
三
条
で
は
「
御
黒
印
」
の
木
札
を
所
持
せ
ず
に
鷹
遣
い

を
し
て
い
る
者
が
い
た
な
ら
ば
、
た
と
え
鷹
師
で
あ
っ
て
も
留
め
置
き
注
進
す
る

触達代官 村名

倉橋政重
下谷小塚原板橋芝浅草橋場尾久

上板橋雑司ヶ谷品111

伊丹之信

千住竹ノ塚草加蕨深111鰻沢葛西

市Ⅱ｜松戸小合猿ヶ又戸ケ崎木曽根

鶴ケ曽根八条花又舎人沼田平井

小松111笹目早瀬谷古宇行徳

木部直方 王子岩淵平柳程ヶ谷小石)'１

須田盛満 志村赤塚

中村定俊 浦和

服部直次 与野植田谷

小泉吉勝
六郷生麦綱島加瀬矢口大井小杉

池上鵜野木瀞ノロ
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こ
と
を
鷹
場
村
々
に
義
務
付
け
て
い
る
。
第
四
条
で
は
「
御
黒
印
」
の
木
札
を
持

た
ず
に
鷹
遣
い
を
し
て
い
る
者
を
発
見
し
た
場
合
に
は
褒
美
を
与
え
、
も
し
見
逃

し
た
場
合
に
は
処
罰
す
る
と
し
て
い
る
。
第
五
条
で
は
鷹
場
内
で
「
あ
や
し
き
も

の
」
を
抱
え
置
か
な
い
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
第
五
条
は
江
戸
周
辺
農
村
の

（
記
）

広
域
的
な
治
安
維
持
を
目
指
し
た
も
の
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
法
令
の
組
み
立
て

か
ら
い
っ
て
も
鰹
場
管
理
上
の
治
安
維
持
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
鷹
場
令
は
江
戸
周
辺
鷹
場
で
「
御
黒
印
」

の
木
札
を
持
た
ず
に
鷹
遣
い
を
し
て
い
る
者
の
監
視
と
違
反
者
の
注
進
、
そ
し
て

鷹
湯
村
の
鷹
の
継
送
を
義
務
づ
け
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
東
武
実
録
」
所
収
の
鷹
場
令
と
実
際
在
地
に
触
れ
ら
れ
た
も
の
と

の
間
に
は
、
文
言
上
微
妙
な
差
異
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
竹
橋
余
筆
」
所
収
の
平

井
村
に
触
れ
ら
れ
た
鷹
場
令
と
の
比
較
を
通
し
て
そ
の
違
い
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
「
東
武
実
録
」
の
鷹
場
令
第
一
条
の
「
此
御
判
（
御
黒
印
こ
の
部
分
が
「
竹

橋
余
筆
」
で
は
「
此
を
く
る
る
御
判
（
御
合
判
）
」
と
あ
り
、
ま
た
第
三
条
の
「
鷹

師
と
も
に
と
め
置
」
が
「
た
か
し
や
う
と
も
に
其
所
に
と
め
を
き
」
と
な
り
、
第

四
条
は
「
も
し
見
の
か
し
候
ハ
、
、
其
も
の
曲
事
」
が
「
も
し
見
の
か
し
候
ハ
、
、

其
所
曲
事
」
と
あ
る
。
特
に
、
「
竹
橋
余
筆
」
の
鷹
場
令
第
一
条
で
は
「
御
黒
印
」

の
木
札
は
鷹
師
側
と
村
側
と
が
割
符
の
形
で
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
第
四

条
で
は
鷹
遣
い
の
者
を
見
逃
し
た
場
合
に
は
処
罰
さ
れ
た
の
は
そ
の
本
人
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
本
人
が
居
住
す
る
村
落
に
も
責
任
が
及
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
「
竹
橋
余
筆
」
所
収
の
鵬
場
令
の
ほ
う
が
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
正
確

に
写
し
取
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

鷹
場
令
の
内
容
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
第
一
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の

は
鷹
場
令
が
幕
府
鷹
場
の
成
立
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど

の
条
文
に
も
鷹
場
を
新
し
く
指
定
す
る
と
い
う
文
言
は
見
当
た
ら
ず
、
江
戸
周
辺

地
域
が
す
で
に
鷹
場
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
そ
の
村
々
に
取
締
り
や
労

役
の
提
供
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
「
竹
橋
余
筆
」
所
収
の
平
井
村
に
触
れ
ら
れ
た
鷹

場
令
の
端
裏
書
に
は
、
「
野
田
三
郎
左
衛
門
御
代
官
所
武
州
葛
飾
郡
平
井
村
占
御
鷹

遣
候
者
渡
シ
場
通
り
侯
付
御
定
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
鷹
場
令

は
鷹
遣
い
の
者
の
渡
し
場
通
行
に
際
し
て
の
御
定
書
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。
確
か
に
、
鷹
場
令
が
触
れ
ら
れ
た
五
四
ヵ
村
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
河
川
に
面
し
た
村
々
を
中
心
に
、
街
道
・
脇
往
還
の
宿
駅
で
あ
っ
た
。
こ
の

五
四
力
村
が
当
時
鵬
場
に
指
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
他
の
江
戸
五

里
四
方
の
村
々
が
鷹
場
に
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ

く
ま
で
も
五
四
力
村
は
、
こ
の
鷹
場
令
を
触
れ
ら
れ
た
「
触
村
」
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寛
永
五
年
の
鷹
場
令
は
お
お
よ
そ
江
戸
五
里
四

方
の
鷹
場
村
々
に
鷹
場
と
し
て
の
義
務
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
渡

し
場
統
制
を
含
む
交
通
政
策
に
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
こ
の
鷹
場
令
を
五
四
力
村
に
触
れ
た
幕
府
代
官
の
性
格
に
つ
い
て
考
え

て
お
き
た
い
。
各
村
に
触
れ
た
幕
府
代
官
は
そ
の
地
の
支
配
領
主
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
平
井
村
は
当
時
幕
府
代
官
野
田
三
郎
左
衛
門
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
が
、
鷹
場
令
を
触
れ
た
の
は
幕
府
代
官
伊
丹
理
右
衛
門
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
鷹
場
令
は
支
配
領
主
で
は
な
い
幕
府
代
官
に
よ
っ
て
各
村
に
触
れ
ら
れ
た
こ

と
に
な
り
、
幕
府
代
官
に
は
幕
領
支
配
の
ほ
か
に
、
公
儀
鷹
場
村
々
に
鷹
場
法
令

を
触
れ
回
す
職
務
を
担
っ
た
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
「
武
蔵
田
園
簿
」
に
よ
れ
ば
、

五
四
力
村
の
な
か
に
は
私
領
村
々
も
含
ま
れ
て
お
り
、
鷹
場
令
を
触
れ
た
幕
府
代

官
は
鷹
場
支
配
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は
幕
領
の
み
な
ら
ず
、
私
領
を
も
管
轄
範

囲
と
し
て
い
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
野
村
為
勝
は
元
和
期
に
は
上
総
国
東

金
周
辺
の
鷹
場
支
配
を
行
っ
て
い
た
が
、
寛
永
初
年
か
ら
は
同
国
東
金
領
及
び
下

総
国
千
葉
領
の
代
官
も
兼
帯
し
て
い
た
。
鷹
場
令
を
触
れ
た
幕
府
代
官
は
、
鷹
場

支
配
と
い
う
局
面
で
は
ま
さ
に
公
儀
代
官
と
し
て
の
職
務
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
鷹
場
に
指
定
さ
れ
た
村
々
は
、
個
別
領
主
の
所
領
支
配
と
は
別

に
、
鷹
場
支
配
な
ど
を
受
け
、
多
元
的
な
支
配
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
時

代
で
も
土
地
の
棲
み
分
け
的
所
有
・
利
用
が
行
わ
れ
、
そ
の
所
有
・
利
用
ご
と
に
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1３ 
事
物
管
轄
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
鵬
場
令
が
触
れ
ら
れ
た
時
期
は
、
秀
忠
の
大
御
所
政
治
と
家
光
の

将
軍
政
治
と
の
二
元
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
政
治
体
制
下
で
、
こ
の

鷹
場
令
が
誰
に
よ
っ
て
発
令
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
の

か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
聡
場
令
か
ら
読
み
取
れ
る
内
容
に
は
限
り
が
あ
る
の

で
、
ま
ず
同
時
期
の
幕
府
の
鷹
場
政
策
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
元
和
二
年

（
一
六
一
六
）
一
○
月
、
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
は
幕
府
か
ら
武
蔵
・
下
総
・
常
陸
の

一
一
一
国
に
ま
た
が
る
地
域
に
恩
賜
鷹
場
を
下
賜
さ
れ
た
。
寛
永
五
年
一
○
月
二
七
日
、

義
宣
は
帰
国
す
る
た
め
江
戸
を
出
立
、
翌
二
八
日
下
総
国
葛
飾
郡
杉
戸
、
同
三
○

日
武
蔵
国
埼
玉
郡
高
柳
に
到
着
、
こ
の
地
は
恩
賜
鷹
場
内
で
あ
り
、
鷹
狩
り
な
ど

を
し
な
が
ら
数
日
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
翌
日
で
あ
る
「
梅
津
政
景
日
記
」
の
同
年
二
月
一
日
条
に
は
、
「
信
大
兵

部
少
使
指
上
候
、
樽
肴
進
上
、
此
便
二
渡
辺
図
書
（
宗
綱
、
幕
府
御
目
付
）
右
ノ

御
状
指
上
申
侯
、
御
様
子
ハ
、
御
鷹
野
場
御
免
な
き
衆
鷹
遣
候
ハ
、
、
し
ら
へ
申

（
弱
）

上
候
へ
と
上
様
占
之
御
法
度
之
醤
写
被
遣
候
」
と
あ
っ
て
、
幕
府
の
御
目
付
で
あ

っ
た
渡
辺
図
書
助
宗
綱
を
通
じ
て
「
上
様
」
か
ら
の
「
御
法
度
之
書
写
」
が
秋
田

藩
家
臣
梅
津
政
景
の
も
と
に
到
来
し
た
。
そ
の
法
度
の
内
容
は
、
鷹
場
の
使
用
を

許
さ
れ
て
い
な
い
鷹
遣
い
の
者
の
取
締
り
を
命
じ
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
報
告
せ

よ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
上
様
占
之
御
法
度
」
が
前
述
し
た
鷹
場
令
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
鷹
場
令
を
発
し
て
三
日
後
で
あ
る
こ
と
、
無
許
可
の
鷹
遣

い
を
取
り
締
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
江
戸
周
辺
の
恩
賜
鷹
場
で
鷹
狩
り
を
し
て

い
る
佐
竹
氏
の
も
と
に
届
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
前
述
し
た
鷹
場
令
と
関
連

す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
恩
賜
隠
場
に
い
る
佐
竹
氏
の
も

と
に
届
い
て
い
る
の
で
、
恩
賜
鷹
場
の
支
配
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
幕
府
が
鷹
場
支
配
の
局
面
で
佐
竹
氏
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

鷹
場
領
有
権
の
あ
り
方
か
ら
い
っ
て
も
国
元
の
鷹
揚
が
対
象
で
あ
る
こ
と
は
あ
り

え
ず
、
恩
賜
鷹
場
の
支
配
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
時
期
、
「
梅
津
政
景
日
記
」
で
表
記
さ
れ
る
「
上
様
」
と
は
、
一
体
誰

を
指
し
示
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
日
記
で
は
秀
忠
を
「
大
御
所
様
」
「
相

国
様
」
「
西
丸
様
」
、
家
光
を
「
御
所
様
」
「
将
軍
様
」
「
本
丸
様
」
と
呼
ん
で
お
り
、

ま
た
両
者
を
「
両
上
様
」
「
両
御
所
様
」
と
称
す
る
例
も
み
ら
れ
る
。
元
和
二
年
の

家
康
没
後
、
将
軍
秀
忠
が
単
独
で
政
権
を
担
っ
た
時
、
「
上
様
」
と
表
記
す
る
こ
と

は
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
二
元
政
治
下
で
の
「
上
様
」
と
は
秀
忠
及
び
家
光
の
い
ず

れ
か
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
統
合
体
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
っ
た

と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
上
様
占
之
御
法
度
」
は
幕
府
の
総
意
と
し
て
触
れ

ら
れ
た
も
の
で
、
恩
賜
鷹
場
内
で
の
無
許
可
の
鷹
遣
い
の
者
の
取
締
り
を
命
じ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
幕
府
は
鷹
場
令
に
よ
っ
て
江
戸
五
里
四
方
の
鷹
場
村
々
に
鷹

遣
い
の
者
の
取
締
り
と
鷹
の
宿
継
の
義
務
を
命
じ
、
ま
た
「
上
様
占
之
御
法
度
」

に
よ
っ
て
江
戸
五
里
四
方
の
外
縁
部
に
位
置
づ
く
恩
賜
曝
場
村
々
で
も
無
許
可
の

鷹
遣
い
の
者
の
取
締
り
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
幕
府
の
廠
場
は
関
東
の
み
な
ら
ず
、
畿
内
・
近
国
や
海
道
筋
に
も
存
在

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寛
永
五
年
の
鷹
場
令
は
な
ぜ
江
戸
五
里
四
方
の
村
々

を
対
象
に
触
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
鷹
場
令
が
触
れ
ら
れ
た
村
々
に
は

恩
賜
鷹
場
は
含
ま
れ
ず
、
も
と
も
と
恩
賜
鷹
揚
の
支
配
は
下
賜
さ
れ
た
大
名
が
行

う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
別
々
の
触
達
形
態
を
と
っ
た
の
は
了
解
で
き
る
と
し
て

も
、
江
戸
五
里
四
方
の
鷹
場
村
々
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し

た
意
図
を
考
え
て
お
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ
ろ
う
。
関
東
の
幕
府
鷹
場
に
限
っ
て

み
て
も
、
江
戸
五
里
四
方
の
鷹
場
村
々
と
そ
の
外
縁
部
の
鰯
場
村
々
と
の
間
に
は

そ
の
差
が
顕
在
化
し
は
じ
め
て
い
た
こ
と
は
、
鷹
場
令
の
触
達
範
囲
の
実
情
か
ら

も
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
。
鷹
場
令
発
令
の
背
景
と
し
て
、
家
光
の
鷹
狩
り
の

地
先
が
江
戸
周
辺
地
域
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
の
見
方
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
家
光
の
廠
狩
り
が
江
戸
周
辺
地
域
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

寛
永
九
年
の
秀
忠
没
後
の
こ
と
で
あ
り
、
な
お
時
間
的
な
開
き
が
あ
っ
て
、
そ
の
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1４ 

よ
》
っ
に
単
純
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
周
・
斉
な
ど
の
古
代
中
国
王
朝
の
制
度
に

範
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
民
間
省
要
」

を
著
し
た
田
中
休
慰
が
帝
王
の
狩
猟
の
功
罪
を
述
べ
る
な
か
で
、
「
周
の
文
王
の
囿

（
釦
｝

ハ
方
七
十
里
」
「
斉
ノ
宣
王
の
囿
ハ
方
四
十
里
」
と
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
知
識

人
階
級
に
と
っ
て
古
代
中
国
王
朝
の
狩
猟
場
の
制
を
知
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
江
戸
が
将
軍
の
総
城
下
町
と
し
て
整
備
さ
れ
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、

そ
の
周
辺
地
域
も
固
有
な
領
域
と
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
、
ま

た
こ
こ
に
は
将
軍
を
古
代
中
国
王
朝
の
帝
王
と
准
え
る
王
権
と
し
て
の
固
有
な
発

展
と
不
可
分
な
連
関
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
城
直
近

の
江
戸
五
里
四
方
地
域
が
将
軍
家
を
支
え
る
う
え
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
で
、
他

の
地
域
と
区
別
さ
れ
る
固
有
な
領
域
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
が
や
が
て
「
江
戸
廻
」
や
「
江
戸
近
辺
五
里
程
」

「
江
戸
五
里
四
方
」
「
江
戸
よ
り
＋
里
四
方
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
鷹
場
と
し
て
発
現

し
、
享
保
期
の
鷹
場
再
編
成
時
に
は
御
拳
場
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
鷹
場
令
は
、
鷹
場
内
民
衆
の
義
務
を
体
系
的
に
明
示
す
る
も
の
と
な

っ
た
。
勿
論
、
そ
れ
ま
で
に
も
鷹
場
内
民
衆
は
そ
の
規
制
と
負
担
強
制
下
に
置
か

れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
廠
場
領
主
と
民
衆
と
の
関
係
を
軸
に
展
開
し
て
い

た
。
こ
こ
で
は
鷹
場
領
主
の
恐
意
性
を
払
拭
し
、
こ
れ
を
公
儀
法
と
し
て
体
系
化

し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
鷹
場
令
の
特
質
が
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
期
の
公
儀
の
固
有
な

発
展
と
不
可
分
な
連
関
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
幕
府
権
力
の
要
請
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。四
寛
永
中
期
以
降
の
幕
府
鷹
場

こ
こ
で
は
寛
永
五
年
の
鷹
場
令
以
後
の
幕
府
臓
場
の
存
在
を
確
認
し
て
い
く
こ

と
に
す
る
．
こ
の
時
期
、
江
戸
周
辺
地
域
が
押
並
べ
て
幕
府
鷹
場
に
指
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
凶
作
対
策

と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
閏
九
月
一
四
日
令
の
第
六
条

に
は
、
「
江
戸
廻
り
御
鷹
場
ニ
ハ
か
負
し
を
不
仕
、
其
外
之
所
ハ
か
畠
し
を
致
し
、

（
ｍ
》

従
年
内
麦
を
蒔
可
申
之
事
」
と
あ
り
、
「
江
戸
廻
り
御
鷹
場
」
と
「
其
外
之
所
」
と

は
案
山
子
立
て
を
め
ぐ
っ
て
違
い
が
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
「
江
戸
廻
り
御
鷹
場
」

の
ほ
う
が
麦
蒔
き
時
の
案
山
子
立
て
に
つ
い
て
規
制
が
き
び
し
か
っ
た
。
こ
こ
に

記
述
さ
れ
て
い
る
「
江
戸
廻
り
御
鷹
場
」
と
は
寛
永
五
年
の
鷹
場
令
の
発
令
対
象

と
な
っ
た
江
戸
五
里
四
方
の
幕
府
鷹
場
の
こ
と
で
あ
り
、
「
其
外
之
所
」
と
は
江
戸

五
里
四
方
の
外
側
の
幕
府
鷹
場
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
「
江
戸
廻
り
御
鷹
場
」

で
は
麦
蒔
き
時
に
も
案
山
子
立
て
が
禁
じ
ら
れ
、
そ
の
規
制
が
厳
重
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
「
江
戸
廻
り
御
鷹
場
」
が
将
軍
家
光
の
鷹
狩
り
の
場
と
な
り
、
そ
の
幕
府

隠
場
で
は
鳥
類
保
護
が
徹
底
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
一
二
月
令
の
第
四
条
に
は
、
「
在
々
所
々
錐
為
御
鷹

場
、
年
内
よ
り
か
蚤
し
を
い
た
し
、
麦
を
ま
か
セ
可
申
事
」
と
あ
り
、
「
在
々
所
々
」

の
幕
府
鷹
場
で
の
年
内
の
案
山
子
立
て
が
許
可
さ
れ
、
麦
蒔
き
を
奨
励
し
て
い
る
。

（
配
）

こ
れ
と
同
一
の
内
容
は
同
三
年
八
月
令
の
第
四
条
で
も
確
調
”
で
き
る
。
い
ず
れ
も

凶
作
対
策
の
関
連
で
出
さ
れ
た
法
令
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
登
場
す
る
「
在
々
所
々
」

の
範
囲
を
明
示
す
る
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
寛
永
一
九
年
令
に
照
ら
し
合
わ

せ
れ
ば
、
そ
の
範
囲
が
「
江
戸
廻
り
御
鷹
場
」
と
「
其
外
之
所
」
と
を
含
む
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階
の
凶
作
は
深
刻
で
、
い
ず
れ
の
幕
府
鷹
場
で
も

案
山
子
立
て
を
許
さ
れ
、
麦
を
蒔
か
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

寛
永
期
以
降
Ｊ
幕
府
鷹
場
に
は
「
江
戸
廻
り
御
鷹
場
」
と
「
其
外
之
所
」
と
の
呼

称
が
生
じ
て
差
別
化
が
進
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鷹
場
ご
と
に
そ
の
規
制
も
大
き
く
異

な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
お
お
よ
そ
江
戸
五
里
四
方
の
幕
府
鷹
場
が
「
江
戸
廻
り
御

鷹
場
」
と
し
て
の
歩
み
を
遂
げ
て
い
っ
た
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
と
思
わ

れ
る
の
で
、
次
に
「
其
外
之
所
」
と
記
さ
れ
る
幕
府
鷹
場
に
つ
い
て
確
認
し
て
い

き
た
い
。

ま
ず
武
蔵
国
内
だ
が
、
川
越
藩
は
幕
閣
重
臣
が
配
置
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
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1５ 
川
越
は
江
戸
に
比
較
的
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
重
要
視
さ
れ
た
が
、
寛
永
五
年
の
鷹

場
令
の
触
村
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
幕
府
老
中
を
つ
と
め
る
酒
井
忠
勝
が
藩
主
で

あ
っ
た
時
代
の
、
寛
永
一
○
年
七
月
一
九
日
付
の
「
定
」
の
第
六
条
に
「
御
鷹
場

（
“
）
 

之
法
度
之
儀
堅
可
申
付
侯
、
御
鷹
野
之
時
分
道
橋
無
油
断
可
申
付
候
事
」
と
あ
り
、

川
越
地
域
が
幕
府
の
鷹
場
法
度
の
適
用
を
受
け
、
鷹
狩
り
の
時
、
道
や
橋
の
普
請

を
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
二
年
閏
七
月
、
忠
勝
は
若
狭
国
小
浜

藩
に
転
封
と
な
り
、
そ
の
引
き
払
い
の
検
使
を
幕
府
勘
定
頭
の
松
平
正
綱
が
つ
と

め
た
。
そ
の
際
、
忠
勝
が
家
臣
に
出
し
た
「
御
書
下
ヶ
」
中
に
「
あ
れ
さ
き
御
と

（“） 

や
鷹
之
事
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
当
時
の
川
越
藩
領
は
川
越
の
ほ
か
、
武
蔵
国
忍
・

深
谷
、
上
総
国
柿
崎
・
成
東
に
も
飛
地
が
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
の
姉
崎
に
は
鷹
を

飼
育
す
る
塒
が
あ
り
、
忠
勝
は
幕
府
か
ら
そ
の
管
理
を
小
浜
藩
に
移
っ
た
あ
と
も

重
ね
て
命
じ
ら
れ
た
Ｑ
姉
崎
の
塒
は
幕
府
の
施
設
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
い
で
、
幕
府
老
中
を
つ
と
め
る
松
平
（
大
河
内
）
信
綱
が
川
越
藩
主
で
あ
っ

た
時
代
、
川
越
藩
で
は
幕
府
か
ら
申
し
渡
さ
れ
た
条
目
を
い
く
つ
か
書
き
留
め
て

い
る
。
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
正
月
二
八
日
付
の
「
江
戸
占
被
仰
下
候
御
条
目

（
閲
）

書
之
写
」
に
は
、
川
越
藩
領
内
に
「
川
越
御
鳥
見
」
と
呼
ば
れ
る
幕
府
鳥
見
が
居

住
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
御
鷹
匠
衆
御
宿
仕
候
ハ
、
、
川
越
御
鳥
見
三
郎
右
衛
門
殿
江
其
儘
可
申

上
候
事

「
御
餌
差
衆
江
戸
御
出
候
而
、
御
極
印
御
改
御
上
之
判
持
不
申
餌
差
衆
参

候
と
も
、
其
村
６
人
足
添
へ
御
鳥
見
三
郎
右
衛
門
殿
迄
参
可
申
候

右
之
通
御
鳥
見
三
郎
右
衛
門
殿
占
被
仰
下
候
間
、
左
様
ニ
御
心
得
可
被
下
候
、

此
は
い
ふ
見
候
ハ
、
名
主
判
仕
、
末
々
村
よ
り
此
方
江
返
事
可
被
下
侯
、
以
上

こ
こ
に
登
場
す
る
「
川
越
御
鳥
見
」
の
三
郎
右
衛
門
は
三
郎
左
衛
門
の
誤
り
で

あ
り
、
姓
名
を
鈴
木
重
幸
と
い
い
、
幕
府
の
鳥
見
で
あ
っ
た
。
重
幸
は
川
越
藩
領

へ
の
幕
府
鷹
匠
の
宿
泊
や
鑑
札
を
持
た
な
い
餌
差
の
来
村
時
に
は
、
村
々
に
そ
の

報
告
を
義
務
づ
け
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
子
重
国
は
、
寛
文
九
年
（
一
六

六
九
）
’
二
月
に
父
の
跡
を
継
い
で
川
越
の
鳥
見
と
な
っ
た
が
、
貞
享
三
年
（
一

六
八
六
）
’
二
月
に
幕
府
の
放
鷹
制
度
の
縮
小
策
の
一
環
と
し
て
江
戸
に
引
越
し

を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
松
平
信
綱
の
孫
の
信
輝
が
藩
主
で
あ
っ
た
が
、

同
月
二
八
日
付
の
「
川
越
御
鳥
見
鈴
木
三
郎
左
衛
門
屋
敷
松
平
伊
豆
守
家
来
請
取

（
髄
）

候
証
文
写
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

党

鈴
木
三
郎
左
衛
門
居
屋
敷
表
拾
三
間
・
裏
江
四
拾
間
半
之
地
、
弁
表
六
間
・

裏
四
拾
間
之
買
添
之
地
、
年
貢
ヲ
引
、
両
様
共
、
伊
豆
守
拝
領
高
之
内
、
先

年
右
借
置
申
候
、
今
度
三
郎
左
衛
門
江
戸
江
引
越
被
申
候
付
、
彼
地
御
引
渡

請
取
申
候
、
為
其
証
文
価
如
件

貞
享
三
年
寅
極
月
廿
八
日

松
平
伊
豆
守
家
来

堀
江
忠
右
衛
門

津
田
次
郎
大
夫

雪
吹
三
郎
右
衛
門

設
楽
孫
兵
衛
殿

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
川
越
鳥
見
の
鈴
木
重
国
の
屋
敷
は
川
越
藩
領
内
に
あ
り
、
藩

主
松
平
信
輝
か
ら
借
り
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
免
税
地
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

重
国
が
江
戸
へ
の
引
越
し
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
屋
敷
地
を
川
越
藩
に
引

き
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
川
越
藩
家
臣
三
名
が
幕
府
代
官
設
楽
能
武
に

屋
敷
地
の
請
取
証
文
を
提
出
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
川
越
藩
領
の
村
々
は
少
な
く
と
も
寛
永
期
以
降
貞
享
期
ま
で
幕

府
鷹
場
で
あ
り
、
領
内
に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
幕
府
鳥
見
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。

家
康
・
秀
忠
・
家
光
が
慶
長
期
か
ら
寛
永
八
年
ま
で
川
越
に
鷹
狩
り
に
来
て
い
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
川
越
地
域
は
慶
長
期
よ
り
幕
府
鷹
場
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
結
果
、
歴
代
の
川
越
藩
主
は
領
内
で
鷹
場
領
有
権
を
持
ち
え
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
幕
府
の
大
老
を
つ
と
め
、
川
越
藩
か
ら
小
浜
藩
に
転
じ
た
酒
井
忠

勝
は
、
寛
永
一
六
年
九
月
一
一
六
日
に
家
光
か
ら
相
模
国
鎌
倉
・
三
浦
・
本
牧
辺
に
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1６ 

恩
賜
鷹
場
を
下
賜
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」
の
寛
文
三
年
一
二
月
九
日
条
に
「
忍
城
内
狭
陰
に

（
師
）

よ
り
、
鳥
見
、
鳥
飼
宅
地
を
鴻
巣
に
う
っ
さ
る
」
と
あ
っ
て
、
忍
城
内
に
幕
府
の

鳥
見
と
鳥
飼
（
廠
師
）
の
屋
敷
が
あ
り
、
手
狭
に
な
っ
た
た
め
鴻
巣
に
移
転
し
て

い
る
。
こ
の
時
ま
で
忍
城
内
の
鳥
見
屋
敷
に
は
小
栗
正
童
・
天
野
忠
雄
が
住
ん
で

お
り
、
忍
・
鴻
巣
の
鷹
場
を
支
配
し
て
い
た
。
ま
た
鷹
部
屋
を
管
理
し
て
い
た
の

は
鳥
屋
飼
の
神
谷
助
兵
衛
・
大
草
与
十
郎
で
あ
っ
た
。
家
康
の
三
河
時
代
か
ら
鷹

師
で
あ
っ
た
吉
田
家
の
家
譜
に
は
、
政
重
の
代
の
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
か

ら
忍
の
鳥
屋
飼
を
つ
と
め
、
そ
の
子
政
次
は
天
和
元
年
（
一
六
八
二
九
月
四
日

（
“
〉

に
鴻
巣
の
鳥
屋
飼
頭
と
な
っ
て
い
る
。

紀
伊
徳
川
家
が
寛
永
一
○
年
二
月
に
武
蔵
国
足
立
郡
内
に
恩
賜
鷹
場
を
下
賜
さ

れ
る
以
前
、
そ
の
地
域
は
幕
府
鷹
場
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
鳥
見
の
大
平
角

助
・
都
筑
善
九
郎
・
内
山
三
之
丞
が
同
国
足
立
郡
谷
場
村
に
下
屋
敷
を
栂
え
て
い

た
。
こ
の
三
人
は
紀
伊
家
の
恩
賜
鷹
場
と
な
っ
た
あ
と
も
鷹
揚
支
配
に
あ
た
り
、

（
田
）

紀
州
鳥
見
を
指
導
し
て
い
た
。

久
喜
地
域
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
○
二
九
月
か
ら
仙
台
藩
主
伊
達
政
宗
の
恩

賜
鷹
場
と
な
り
、
寛
永
一
三
年
一
二
月
か
ら
は
二
代
藩
主
忠
宗
の
恩
賜
鷹
揚
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
寛
文
元
年
一
○
月
、
四
代
藩
主
の
亀
千
代
（
後
の
綱
村
）
は
幼

少
の
た
め
恩
賜
鷹
場
の
継
承
が
許
さ
れ
ず
、
幕
府
の
意
向
に
よ
り
返
上
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
久
喜
領
な
ど
三
万
石
ほ
ど
の
鷹
場
は
鷹
師
頭
清
水
権
之
介

の
「
預
り
場
」
と
な
り
、
こ
の
「
預
り
場
」
は
天
和
二
年
に
は
上
総
国
東
金
の
鷹

場
と
引
き
か
え
に
な
り
、
こ
の
地
は
「
明
場
」
、
す
な
わ
ち
鷹
場
支
配
者
が
配
置
さ

（
加
）

れ
な
い
場
所
と
な
っ
た
。
伊
達
家
の
恩
賜
鷹
場
は
同
国
栗
橋
領
川
辺
・
島
条
（
島

中
）
に
も
及
ん
で
い
た
が
、
恩
賜
鷹
場
の
返
上
後
、
こ
の
地
域
は
鷹
師
頭
小
野
吉

兵
衛
の
「
預
り
場
」
と
な
り
、
元
禄
期
の
鷹
遣
い
の
停
止
ま
で
同
人
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

近
世
前
期
の
武
蔵
国
内
で
は
、
慶
長
二
年
正
月
に
姫
路
藩
主
池
田
輝
政
が
武

蔵
野
、
元
和
元
年
二
年
に
米
沢
藩
主
上
杉
景
勝
が
武
蔵
国
府
中
・
八
王
子
、
寛

永
一
○
年
二
月
に
尾
張
藩
主
徳
川
義
直
が
武
蔵
国
入
間
・
新
座
・
多
摩
郡
内
、
同

年
同
月
に
水
戸
藩
主
徳
川
頼
宣
が
武
蔵
国
葛
飾
郡
・
下
総
国
葛
飾
郡
内
、
同
年
同

月
に
彦
根
藩
主
井
伊
直
孝
が
武
蔵
国
稲
毛
、
同
年
同
月
に
郡
山
藩
主
松
平
忠
明
が

武
蔵
国
小
机
、
同
一
三
年
一
○
月
に
加
賀
藩
主
前
田
光
高
が
武
蔵
国
橘
樹
郡
・
相

模
国
東
郡
内
、
寛
文
元
年
二
月
に
甲
府
藩
主
徳
川
綱
重
が
武
蔵
国
羽
生
、
同
三

年
七
月
に
甲
府
藩
主
徳
川
綱
重
が
武
蔵
国
府
中
、
同
四
年
四
月
に
館
林
藩
主
徳
川

綱
吉
が
武
蔵
国
膝
折
・
白
子
の
間
、
同
八
年
七
月
に
前
橋
藩
主
酒
井
忠
情
が
武
蔵

国
八
条
、
同
年
同
月
に
忍
藩
主
阿
部
忠
秋
が
武
蔵
国
熊
谷
に
恩
賜
癬
場
を
下
賜
さ

れ
て
い
る
。
御
三
家
な
ど
一
部
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
一
代
限
り
の
恩
賜

鷹
場
の
下
賜
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
下
賜
以
前
及
び
返
上
後
は
幕
府
鷹
場
で
あ
っ

た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
上
総
国
内
だ
が
、
東
金
地
域
は
前
述
し
た
よ
う
に
天
正
一
八
年
よ
り
徳

川
氏
の
鷹
場
と
な
り
、
寛
永
末
期
ま
で
は
鷹
場
預
り
役
、
そ
れ
以
降
は
鳥
見
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
、
そ
の
下
に
は
鳥
見
同
心
一
五
人
が
付
属
し
て
い
た
。
「
厳
有
院
殿

御
実
紀
」
の
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
一
一
）
’
’
一
月
二
日
条
に
は
、
「
狩
場
に
て
鳥
と
り

く
れ
）

し
者
補
へ
た
る
に
よ
り
、
東
金
鳥
見
所
属
の
同
心
に
銀
賜
ふ
事
差
あ
り
」
と
あ
っ

て
、
東
金
鳥
見
に
付
属
し
た
同
心
が
捕
鳥
者
を
捕
縛
し
た
こ
と
に
よ
り
褒
美
を
も

ら
っ
て
い
る
。
そ
し
て
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
’
二
月
へ
武
蔵
国
久
喜
領
の
幕

府
朧
場
を
預
か
っ
て
い
た
鷹
師
頭
清
水
権
之
介
は
東
金
の
幕
府
畷
場
と
引
き
替
え

と
な
り
、
そ
の
支
配
に
あ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。
寛
文
末
期
か
ら
延
宝
初
年
頃
の

作
成
と
推
定
さ
れ
る
「
東
金
御
鷹
場
旧
記
」
に
は
、
鷹
場
法
度
の
請
書
を
提
出
し

た
村
と
し
て
八
八
組
の
五
郷
組
の
構
成
村
お
よ
そ
三
○
○
力
村
が
書
き
上
げ
ら
れ
、（
池
）

そ
の
総
石
高
は
上
総
国
武
射
・
山
辺
・
長
柄
郡
内
一
四
万
石
余
に
及
ん
で
い
た
。

こ
の
五
郷
組
は
お
よ
そ
五
力
村
を
基
準
に
結
成
さ
れ
た
組
合
村
だ
が
、
臆
場
内
の

取
締
り
や
鷹
場
役
負
担
の
共
同
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

上
総
国
市
原
郡
姉
崎
地
域
は
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
一
二
月
に
松
江
藩
主
松
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1７ 
平
直
政
の
恩
賜
癬
場
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
は
幕
府
庶
場
で
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
。
こ
の
恩
賜
廠
場
は
天
和
年
間
に
は
幕
府
に
返
上
し
て
い
た
模
様
で
、

享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
と
推
定
さ
れ
る
「
御
鷹
御
用
人
足
出
入
証
文
」
に
は
、

「
四
十
年
以
前
（
天
和
年
間
）
、
当
国
〈
上
総
国
）
市
原
郡
・
望
陀
郡
に
て
六
万
石

（
河
）

御
鷹
場
小
栗
長
右
衛
門
様
御
預
」
と
あ
り
、
天
和
年
間
に
は
上
総
国
市
原
・
望
陀

両
郡
内
の
六
万
石
の
鷹
場
が
鷹
師
頭
小
栗
正
直
の
「
預
り
場
」
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

下
総
・
上
総
両
国
内
に
も
い
く
つ
か
の
恩
賜
鷹
場
が
存
在
し
た
。
元
和
二
年
一

○
月
に
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
が
武
蔵
国
埼
玉
郡
内
の
ほ
か
、
下
総
国
結
城
・
葛
飾
・

岡
田
・
豊
田
四
郡
内
、
寛
永
七
年
二
月
に
か
つ
て
小
倉
藩
主
を
つ
と
め
た
細
川
忠

興
が
下
総
国
葛
飾
郡
小
金
、
同
一
○
年
二
月
に
水
戸
藩
主
徳
川
頼
宣
が
武
蔵
国
葛

飾
郡
、
下
総
国
葛
飾
郡
内
、
寛
文
元
年
に
福
井
藩
主
松
平
光
通
が
下
総
国
佐
倉
・

曽
我
野
・
生
実
・
千
葉
堂
・
検
見
川
、
上
総
国
長
南
・
久
留
里
・
速
野
に
恩
賜
臓

場
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
福
井
藩
主
松
平
氏
の
恩
賜
鷹
場
は
寛
永
二

年
に
下
野
国
足
利
に
下
賜
さ
れ
た
が
、
寛
文
元
年
二
月
に
館
林
藩
主
徳
川
綱
吉

が
館
林
城
下
周
辺
に
恩
賜
鷹
場
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
鷹
場
が
重
な
り
、
下

総
・
上
総
両
国
内
に
移
転
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

上
野
国
内
で
は
、
「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」
の
寛
文
二
年
二
月
九
日
条
に
「
前
月

九
日
上
州
桐
生
の
腿
場
に
て
銃
打
し
も
の
両
人
を
搦
取
し
鳥
見
井
に
農
民
に
賞
行

（
刑
）

は
る
」
と
あ
り
、
同
国
山
田
郡
桐
生
周
辺
の
幕
府
鷹
場
の
支
配
は
鳥
見
が
行
っ
て

い
た
。
ま
た
「
談
海
」
の
寛
文
二
年
二
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
当
時
上
野
国
新（
だ
）

田
郡
新
田
領
の
幕
府
鷹
場
は
癬
師
頭
清
水
権
之
介
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。

寛
文
年
間
、
同
国
山
田
・
新
田
両
郡
内
の
地
域
が
幕
府
鷹
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
寛
永
一
五
年
一
二
月
に
越
後
高
田
藩
主
松
平
光
長
が
同
国
新

田
郡
尾
島
Ｐ
寛
文
元
年
二
月
に
館
林
藩
主
徳
川
綱
吉
が
館
林
城
下
に
恩
賜
鷹
場

を
下
賜
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
下
賜
以
前
及
び
返
上
後
は
幕
府
癬
場
と
な
っ
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
寛
文
二
年
八
月
三
日
、
同
国
新
田
郡
内
ヶ
島
村

｛
だ
）

が
綱
吉
の
鳥
見
に
提
出
し
た
「
指
上
中
〒
手
形
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
鷹
番
人
足
・
鳥

持
人
足
の
拠
出
を
命
じ
ら
れ
、
ま
た
鉄
砲
打
の
監
視
義
務
や
案
山
子
立
て
の
制
限

が
加
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
幕
府
の
鷹
師
衆
や
餌
指
衆
が
来
村
す
る
こ
と
は
当
然

の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

下
野
国
内
の
幕
府
鷹
場
の
存
在
状
況
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
寛
永
二
年
に
福

井
藩
主
松
平
忠
昌
が
同
国
足
利
に
恩
賜
鷹
場
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
子
光
通
は
寛
文
元
年
二
月
に
館
林
藩
主
徳
川
綱
吉
が
館
林
城
下
に
恩
賜
鷹
場

を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
で
、
同
年
下
総
・
上
総
両
国
内
に
移
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
享

保
以
降
、
鷹
匠
頭
管
轄
の
捉
飼
場
が
同
国
都
賀
・
寒
川
両
郡
内
に
広
が
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
近
世
前
期
の
下
野
国
内
の
幕
府
鷹
場
も
そ
の
付
近
ま
で
及
ん
で
い
た

の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

常
陸
国
内
で
は
、
伊
達
家
文
書
の
貞
享
元
年
と
推
定
さ
れ
る
一
○
月
一
五
日
付

の
史
料
に
よ
れ
ば
、
「
（
伊
達
）
陸
奥
守
様
御
領
分
竜
ヶ
崎
、
是
者
清
水
権
之
介
今

（
汀
）

以
預
、
Ｕ
御
場
」
と
あ
り
、
同
国
河
内
郡
竜
ケ
崎
は
当
時
仙
台
藩
領
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
地
域
の
幕
府
鷹
場
は
鷹
師
頭
清
水
権
之
介
の
「
預
り
御
場
」
で
あ
っ
た
。
ま

た
同
国
西
南
部
一
帯
に
は
近
世
初
期
よ
り
恩
賜
鷹
場
が
位
置
づ
き
、
慶
長
一
六
年

に
飛
騨
高
山
藩
主
金
森
可
重
が
同
国
河
内
郡
下
妻
、
元
和
元
年
に
和
泉
谷
川
藩
主

桑
山
元
晴
が
同
じ
く
下
妻
、
同
二
年
一
○
月
に
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
が
武
蔵
・
下

総
国
内
の
ほ
か
に
常
陸
国
真
壁
郡
下
館
、
同
国
河
内
郡
下
妻
、
正
保
三
年
一
一
一
月

に
会
津
藩
主
保
科
正
之
が
同
国
真
壁
郡
下
館
に
そ
れ
ぞ
れ
恩
賜
癬
場
を
下
賜
さ
れ

て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
地
域
も
恩
賜
鷹
場
の
下
賜
以
前
及
び
返
上
後
は
幕
府

鷹
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
初
・
前
期
に
お
け
る
常
陸
国

内
の
幕
府
鷹
場
は
時
期
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
同
国
河
内
・
真
壁
両
郡
内
に
存

在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

相
模
国
は
Ｐ
近
世
前
期
に
は
西
（
足
柄
上
郡
・
足
柄
下
郡
）
・
中
（
愛
甲
郡
・
大

住
郡
・
淘
綾
郡
）
・
東
（
高
座
郡
・
鎌
倉
郡
）
・
三
浦
・
津
久
井
の
五
郡
で
構
成
さ

れ
て
い
た
が
、
慶
安
期
か
ら
天
和
期
に
か
け
て
西
郡
は
鷹
師
頭
間
宮
氏
の
「
預
り
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御
場
」
、
中
郡
は
鷹
師
頭
加
藤
氏
の
「
預
り
御
場
」
、
東
・
三
浦
両
郡
は
鷹
師
頭
間

宮
氏
の
「
預
り
御
場
」
と
な
っ
て
お
り
、
津
久
井
郡
は
八
王
子
鷹
部
屋
の
管
轄
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
寛
永
一
○
年
に
小
田
原
藩
主
稲
葉
正
勝
が
小
田
原
周
辺
、
同
一
六

年
九
月
に
若
狭
小
浜
藩
主
酒
井
忠
勝
が
鎌
倉
・
三
浦
・
本
牧
、
寛
文
六
年
一
○
月

（
犯
）

に
小
田
原
藩
主
稲
葉
正
則
が
西
郡
に
そ
れ
ぞ
れ
恩
賜
庶
場
を
下
賜
さ
れ
て
い
た
。

さ
て
相
模
国
内
で
は
ぶ
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
一
二
月
に
幕
府
鷹
場
の
管
理

を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
変
動
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
鷹
師
頭
加
藤
伊
織
所
属
の
秋
元

佐
大
夫
と
赤
羽
八
左
右
衛
門
尉
は
、
「
相
州
中
郡
御
願
場
八
万
九
千
八
拾
三
石
余
之

（
ね
）

所
へ
鳥
見
二
被
差
遣
候
」
と
し
て
、
中
郡
内
の
村
々
に
八
カ
条
の
鷹
場
法
度
を
触

れ
、
鷹
番
所
に
張
り
置
い
て
厳
守
す
る
こ
と
を
命
じ
、
八
万
九
○
○
○
石
余
の
幕

府
鷹
場
の
管
理
を
所
属
の
郷
鳥
見
が
行
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。

同
様
の
事
情
は
三
浦
郡
で
も
確
認
で
き
、
「
此
度
拙
者
三
浦
占
御
鷹
場
都
合
弐
万

｛
的
》

千
石
余
之
所
、
鳥
見
二
被
差
遣
候
」
と
あ
っ
て
、
鷹
師
頭
間
宮
氏
所
属
の
郷
鳥
見

が
三
浦
郡
内
の
二
万
一
○
○
○
石
余
の
幕
府
鷹
場
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
相
模
一
国
が
幕
府
鷹
場
に
設
定
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

四
代
家
綱
の
代
に
な
る
と
、
将
軍
の
鰯
狩
り
が
畿
内
や
海
道
筋
で
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
ら
の
地
域
に
築
か
れ
て
い
た
朧
関
連
施
設
や
派
遣
さ
れ
て

い
た
鷹
役
人
が
廃
止
さ
れ
る
か
、
減
少
し
て
い
っ
た
。
明
ら
か
に
そ
の
役
割
が
後

退
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
斉
藤
吉
勝
は
二
代
将
軍
秀
忠
の
代
に
伊
豆
国
三
島
に
住

し
て
鳥
屋
を
管
理
し
、
そ
の
子
吉
之
も
父
の
仕
事
を
継
い
だ
が
、
吉
之
の
子
吉
継

（
剖
）

の
代
の
万
治
年
間
に
は
鷹
師
と
し
て
江
一
Ｆ
に
下
っ
た
。
一
二
島
の
鳥
屋
は
延
宝
期
に

（
躯
）

は
購
師
頭
間
宮
氏
の
管
轄
で
あ
り
、
一
一
人
の
鳥
屋
飼
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
家
康

〈
餌
）

の
代
に
は
遠
江
国
中
泉
に
も
鳥
屋
が
あ
っ
た
が
、
以
後
そ
の
存
在
は
確
認
で
き
な

い
。
ま
た
京
都
に
住
ん
で
手
鷹
師
を
つ
と
め
た
比
留
氏
も
元
禄
期
に
は
江
戸
に
下

り
、
河
内
国
交
野
に
住
し
て
五
畿
内
な
ど
で
諸
鳥
法
度
の
沙
汰
人
を
つ
と
め
た
越

智
氏
は
寛
永
一
九
年
に
上
総
国
東
金
の
鳥
見
と
な
り
、
関
東
に
移
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
畿
内
や
海
道
筋
に
存
在
し
た
幕
府
鷹
渦
が
す
べ

て
自
然
消
滅
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
三
河
国
吉

良
の
幕
府
鷹
場
が
寛
文
期
に
も
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
史
料
に
よ
っ
て

（
川
》

確
認
で
き
る
。

参
州
吉
良
御
鷹
場
、
其
外
於
御
領
私
領
、
以
鉄
炮
蜜
々
鶴
・
白
鳥
・
厩
・
鴨

等
打
之
由
、
其
聞
有
之
候
間
、
入
精
見
出
、
相
補
候
様
領
内
堅
可
被
申
付
侯
、

若
捕
候
儀
於
難
成
者
切
殺
候
共
、
又
者
鉄
炮
に
て
打
殺
候
而
も
不
苦
候
間
、

可
被
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言

（
寛
文
十
三
年
）
二
月
一
一
一
日

板
倉
内
膳
正

土
屋
但
馬
守

稲
垣
信
漉
守
殿

久
世
大
和
守

松
平
帯
刀
殿

稲
葉
美
渡
守

吉
良
上
野
介
殿
別
紙

「
板
倉
内
膳
正
殿
同
文
言
覚
書

水
野
監
物
殿

小
笠
原
山
城
守
殿

土
井
兵
庫
頭
殿

松
平
備
前
守
殿

三
宅
能
登
守
殿

菅
沼
主
水
殿

鈴
木
八
右
衛
門
殿
此
三
通
者
領
内
除
之

鳥
山
牛
之
介
殿
御
代
官
所
と
調
之

松
平
市
右
衛
門
殿

稲
葉
氏
な
ど
幕
府
老
中
四
名
は
、
三
河
国
内
で
所
領
支
配
を
行
っ
て
い
る
大
名
・

旗
本
・
代
官
ら
に
対
し
、
吉
良
地
域
の
幕
府
鷹
場
や
そ
の
周
辺
で
鉄
砲
を
使
っ
た

鳥
の
密
猟
者
が
横
行
し
て
い
る
と
し
て
そ
の
発
見
と
捕
縛
と
を
領
内
に
徹
底
す
る

よ
う
に
命
じ
た
。
こ
の
目
的
が
吉
良
地
域
の
幕
府
畷
場
の
維
持
で
あ
っ
た
こ
と
は
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１９ 
明
ら
か
で
あ
る
。
犯
人
の
捕
縛
が
困
難
な
場
合
に
は
切
り
殺
し
て
も
射
殺
し
て
も

よ
い
と
し
て
お
り
、
鷹
場
で
の
鳥
類
の
保
護
に
向
け
た
幕
府
の
強
い
姿
勢
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

伊
藤
正
信
の
経
歴
の
な
か
に
「
三
河
国
に
住
し
御
鷹
場
の
奉
行
を
つ
と
む
」
と

あ
り
、
ま
た
江
戸
で
烏
見
を
つ
と
め
た
嫡
男
正
行
が
寛
永
七
年
正
月
に
葛
西
辺
で

（
鴎
）

の
鷹
狩
り
の
際
に
は
じ
め
て
将
軍
家
光
に
謁
見
し
て
い
る
の
で
、
父
の
正
信
が
一
二

河
国
内
で
鷹
場
奉
行
を
つ
と
め
た
の
は
寛
永
期
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
正
末
期
に
は
吉
良
の
鷹
場
は
豊

臣
秀
吉
が
領
有
し
て
お
り
、
そ
の
時
の
鷹
場
奉
行
は
正
信
の
父
正
知
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
開
幕
を
契
機
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
江
戸
幕
府
の
鷹
場
と
な
り
、

正
信
の
支
配
に
属
し
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
寛
永
末
期
に
は
、
鷹
師
頭
の
阿
部

重
次
と
間
宮
信
之
と
が
交
替
で
江
戸
か
ら
照
師
や
餌
指
ら
を
引
き
連
れ
て
吉
良
へ

（
礎
）

鷹
遣
い
に
赴
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
は
、
吉
良
鷹
場
は
鷹
師
頭
の
支

配
に
属
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
獺
師
頭
が
交
替
で
鵬
遣
い
に
赴
く
こ
と
で
こ

の
鷹
場
の
命
脈
が
保
た
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
三
河
国
内
の

諸
領
主
を
動
員
し
て
吉
良
の
幕
府
鷹
場
を
侵
す
鳥
殺
生
人
を
捕
縛
し
よ
う
と
し
た

背
景
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。

さ
て
、
従
来
、
こ
の
時
期
の
五
畿
内
及
び
近
国
の
幕
府
鷹
場
に
関
す
る
考
察
は

み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
近
年
斉
藤
氏
に
よ
っ
て
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
に
記
述
さ

れ
た
諸
家
の
動
向
を
手
掛
り
と
し
て
推
論
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
近

世
前
期
に
は
、
五
畿
内
に
幕
府
の
鷹
場
役
人
が
配
置
さ
れ
、
鷹
場
の
管
理
を
行
っ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
禄
六
年
の
癬
場
の
廃
止
を
契
機
と

し
て
、
関
東
地
域
と
同
様
に
畿
内
近
国
の
購
場
も
廃
止
さ
れ
、
従
来
鷹
場
の
維
持

管
理
を
担
当
す
る
た
め
、
そ
の
地
域
に
世
襲
的
に
配
置
・
居
住
し
て
き
た
鷹
場
役

人
の
存
在
の
必
要
性
が
な
く
な
り
、
江
戸
へ
の
集
住
が
命
じ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ

（
師
）

れ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
元
禄
六
年
に
幕
府
鷹
場
が
廃
止
さ
れ
た
と
す
る

の
は
正
確
で
な
く
、
こ
の
年
は
鷹
遣
い
を
停
止
し
た
も
の
で
、
ま
だ
鷹
師
頭
や
鳥

見
な
ど
の
鷹
役
人
も
縮
小
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
残
存
し
、
正
確
に
は
「
御
廠
場
」

が
「
御
留
場
」
に
改
め
ら
れ
、
そ
れ
に
指
定
さ
れ
て
い
る
村
々
は
依
然
と
し
て
鳥

殺
生
の
取
締
り
や
病
鳥
の
保
護
な
ど
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
「
御
留
場
」
は
元

禄
九
年
（
’
六
九
六
）
一
○
月
の
鳥
見
の
廃
止
を
も
っ
て
「
元
御
留
場
」
と
称
さ

れ
た
が
、
以
後
は
支
配
領
主
に
よ
っ
て
そ
の
地
の
殺
生
取
締
り
が
行
わ
れ
、
鳶
・

烏
の
巣
払
い
や
放
し
飼
い
の
鶴
な
ど
の
保
護
は
生
類
方
－
１
寄
合
番
の
組
織
体
制

（
餌
）

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

京
都
に
お
い
て
代
々
幕
府
の
手
鷹
師
を
つ
と
め
た
比
留
氏
は
、
寛
文
年
間
、
信

次
の
死
後
を
継
い
だ
正
房
の
代
に
京
都
を
離
れ
て
近
江
国
下
坂
本
に
住
し
て
そ
の（
的
）

職
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
元
禄
六
、
七
年
頃
に
江
戸
に
移
っ
て
寄
合
番
と
な
っ
た
。

ま
た
代
々
、
近
江
国
乙
窪
村
に
住
し
た
井
口
氏
は
曾
祖
父
の
宗
景
が
「
御
鳥
屋
飼
」

を
つ
と
め
、
祖
父
の
宗
貞
は
近
江
国
の
郡
代
、
父
の
宗
次
は
「
御
鷹
師
」
と
な
り
、

そ
の
子
宗
貞
は
「
御
手
嚥
師
と
な
り
、
元
禄
四
年
七
月
二
十
一
日
遺
跡
を
継
、
七

年
一
一
一
月
め
さ
れ
て
江
戸
に
き
た
り
、
寄
合
番
に
列
し
、
八
年
五
月
二
十
一
一
一
日
市
谷

（
釦
）

犬
小
屋
の
支
配
と
な
り
」
と
あ
り
、
元
禄
七
年
一
二
月
に
江
戸
に
移
っ
た
。
さ
ら
に

代
々
近
江
国
神
崎
郡
神
田
村
に
住
し
て
手
鷹
師
を
つ
と
め
た
沢
一
族
は
、
本
家
の

実
重
、
分
家
の
奉
実
、
秀
実
が
元
禄
年
間
に
寄
合
番
に
、
分
家
の
実
武
、
正
宣
が

（
皿
）

天
和
二
年
一
二
月
一
一
一
日
に
小
十
人
に
転
じ
、
江
戸
に
下
っ
て
い
る
。

ま
た
京
都
の
町
餌
指
に
つ
い
て
触
れ
た
塚
本
氏
は
、
「
京
都
の
町
餌
指
は
、
将
軍

家
上
洛
放
鷹
の
際
に
鷹
餌
を
差
上
げ
る
の
を
職
掌
と
し
、
板
倉
重
矩
当
時
つ
ま
り

一
七
世
紀
後
半
に
三
四
人
と
き
め
ら
れ
、
小
鳥
札
を
渡
さ
れ
て
小
鳥
を
取
っ
て
い

た
が
、
元
禄
初
年
に
は
札
を
渡
す
こ
と
が
な
く
な
り
、
七
年
五
月
、
御
鷹
の
こ
と

が
な
い
の
に
餌
指
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
町
猟
師
に
で
も
か
わ
る
よ
う
に

申
付
け
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
か
れ
ら
に
殺
生
停
止
を
命
じ
た
の
は
、
な
お
下
っ

て
元
禄
一
六
年
九
月
で
あ
り
、
そ
の
際
も
「
餌
さ
し
三
拾
四
人
え
申
渡
、
証
文
申

付
候
」
と
表
現
さ
れ
る
の
だ
が
、
将
軍
家
餌
指
と
し
て
の
地
位
は
、
七
年
五
月
に

（
蛇
）

消
滅
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
京
都
の
町
餌
指
は
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2０ 

お
わ
り
に

以
上
、
簡
単
な
素
描
だ
が
、
近
世
前
期
に
お
け
る
幕
府
鵬
場
の
存
在
状
況
に
つ

い
て
時
代
的
推
移
を
考
慮
し
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
。

ま
ず
徳
川
氏
の
関
東
廠
場
は
関
東
領
国
時
代
に
形
成
さ
れ
、
こ
れ
は
北
条
氏
の

腿
場
を
継
承
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
そ
の
範
囲
は
徳
川
領

国
全
体
に
及
ん
で
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
近
世
中
期
以
降
、

常
陸
国
内
の
大
部
分
や
安
房
国
内
が
幕
府
臓
蕩
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、

近
世
初
期
に
佐
竹
氏
や
里
見
氏
の
領
国
で
あ
っ
た
か
ら
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
腿

場
に
指
定
さ
れ
て
い
た
地
域
で
は
規
制
が
徹
底
し
、
ま
た
諸
地
域
に
鷹
施
設
を
分

散
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
家
康
や
鷹
役
人
の
鷹
狩
り
に
備
え
て
い
た
。

こ
の
関
東
鷹
場
は
江
戸
幕
府
に
継
承
さ
れ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
家

康
の
征
夷
大
将
軍
宣
下
を
契
機
と
し
て
、
幕
府
鷹
揚
は
畿
内
近
国
や
海
道
筋
に
も

元
禄
初
年
に
は
将
軍
家
上
洛
放
鷹
の
際
に
鷹
餌
を
調
達
す
る
と
い
う
実
質
的
な
機

能
を
失
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
町
餌
指
と
し
て
の
地
位
は
元
禄
一
六
年

九
月
ま
で
保
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
寛
永
中
期
以
降
に
お
け
る
畿
内
近
国
の
幕
府
鷹
場
は
、

そ
れ
以
前
に
比
べ
て
明
ら
か
に
将
軍
の
鷹
狩
り
の
回
数
が
減
っ
た
こ
と
で
鷹
狩
り

の
場
と
し
て
の
機
能
が
低
下
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
鷹
関
連
施
設
及
び
鷹
役
人
も
縮

小
し
、
細
々
と
命
脈
を
保
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
恩
賜
鷹
場
の
下
賜
と
い
っ
た
側
面
か
ら
も
い
え
、
慶
長
八
年
に
金
森
氏
が
山
城
・

摂
津
・
河
内
・
和
泉
国
内
、
同
一
一
一
年
に
松
平
定
勝
が
伏
見
近
郷
、
同
一
七
年
に

池
田
氏
が
摂
津
国
内
、
元
和
元
年
に
井
伊
氏
が
近
江
・
山
城
国
内
、
同
九
年
に
紀

伊
徳
川
氏
が
伊
勢
国
に
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
降
新
た
に

畿
内
近
国
に
恩
賜
庶
場
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
者
は
い
な
い
。
こ
れ
は
幕
府
に
と
っ

て
鷹
場
と
い
う
側
面
で
畿
内
近
国
の
位
置
が
相
対
的
に
低
下
し
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

拡
大
し
た
。
特
に
、
畿
内
近
国
の
幕
府
鷹
場
は
豊
臣
政
権
の
鷹
場
を
継
承
し
た
も

の
と
思
わ
れ
、
海
道
筋
の
鷹
場
と
と
も
に
将
軍
の
上
洛
時
及
び
江
戸
・
京
都
間
の

往
来
時
の
鷹
狩
り
に
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
地
域
の
各
所
に
は
鷹
役
人
や

願
施
設
が
配
置
さ
れ
、
将
軍
の
鷹
狩
り
に
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
幕
府
鷹
場
の
一
部
は
関
東
・
畿
内
近
国
を
問
わ
ず
、
諸
大
名
に

恩
賜
廠
場
と
し
て
下
賜
さ
れ
、
諸
大
名
の
江
戸
・
京
都
滞
在
時
の
慰
み
や
養
生
の

た
め
鷹
狩
り
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
恩
賜
廠
場
を
下
賜
さ

れ
た
大
名
が
公
儀
廠
場
の
支
配
の
一
端
を
担
う
こ
と
を
も
意
味
し
た
。
ま
た
、
こ

の
恩
賜
鷹
場
の
下
賜
儀
礼
は
幕
藩
関
係
の
絆
を
深
め
る
こ
と
に
も
作
用
し
、
こ
れ

に
伴
っ
て
鵬
の
鳥
の
贈
答
儀
礼
や
饗
応
儀
礼
な
ど
も
付
随
し
た
の
で
あ
る
。

寛
永
五
年
の
鷹
場
令
は
幕
府
鷹
揚
の
成
立
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
幕
府
鷹
場

の
存
在
を
前
提
と
し
て
鷹
場
村
々
に
鷹
場
法
度
を
触
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
こ
の
法
令
の
特
徴
は
お
よ
そ
江
戸
五
里
以
内
の
鷹
場
村
々
を
対
象
に
触
れ
た

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
幕
府
鷹
場
の
な
か
で
お
よ
そ
江
戸
五
里
以
内
の
鷹
場
が
一

つ
の
地
域
集
合
体
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

幕
府
鷹
場
の
編
成
は
古
代
中
国
王
朝
の
狩
猟
場
に
倣
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
近
世

王
権
と
し
て
の
徳
川
将
軍
権
力
に
ふ
さ
わ
し
い
組
み
立
て
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
認
識
が
享
保
期
に
御
拳
場
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
関
東
鷹
場
は
寛
永
期
に
江
戸
五
里
以
内
の

艇
場
と
そ
れ
以
外
の
鷹
場
と
の
間
に
違
い
を
生
み
、
そ
の
支
配
や
管
轄
者
が
新
た

に
編
成
し
直
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

寛
永
中
期
以
降
、
海
道
筋
及
び
畿
内
近
国
の
幕
府
鷹
場
は
、
将
軍
の
鷹
狩
り
が

行
わ
れ
な
っ
た
こ
と
で
朧
狩
り
の
場
と
し
て
の
機
能
が
低
下
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て

腿
関
連
施
設
や
鷹
役
人
も
縮
小
し
、
細
々
と
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
恩
賜
鷹
揚
の
下
賜
の
側
面
か
ら
も
い
え
、
近
世
初
期
に
行

わ
れ
て
い
た
畿
内
近
国
へ
の
鷹
場
の
下
賜
が
寛
永
期
を
過
ぎ
る
と
新
た
に
み
ら
れ

な
く
な
り
、
幕
府
鷹
場
に
お
け
る
畿
内
近
国
の
位
置
が
相
対
的
に
低
下
し
た
の
で
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注

（
１
）
東
京
都
立
大
学
学
術
研
究
会
編
「
目
黒
区
史
」
（
一
九
六
一
年
）
二
五
○
頁
。

（
２
）
塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
（
平
凡
社
選
書
八
○
、

一
九
八
三
年
）
一
一
一
一
○
頁
。

（
３
）
伊
藤
好
一
「
江
戸
と
周
辺
農
村
」
（
「
江
戸
町
人
の
研
究
」
第
三
巻
、
一
九
七
四
年
）
、

同
「
鷹
場
と
広
域
支
配
Ｉ
そ
の
研
究
史
に
そ
っ
て
Ｉ
」
言
多
摩
の
あ
ゆ
み
」
第
五

一
号
、
一
九
八
八
年
）
、
大
石
学
「
享
保
期
に
お
け
る
鷹
場
制
度
の
再
編
・
強
化
と

そ
の
意
義
」
（
「
史
海
」
第
二
一
一
一
・
二
四
合
併
号
、
一
九
七
七
年
）
、
改
題
し
て
「
享

保
改
革
の
地
域
政
策
」
二
九
九
六
年
）
に
所
収
、
岩
田
浩
太
郎
「
関
東
郡
代
と

「
領
」
ｌ
江
戸
周
辺
の
地
域
編
成
の
特
質
ｌ
」
Ｓ
関
東
近
世
史
研
究
」
第
一
六
号
、

一
九
八
五
年
）
。

（
４
）
福
田
千
鶴
「
近
世
初
期
福
岡
藩
に
お
け
る
鷹
場
支
配
の
展
開
」
（
「
地
方
史
研
究
」

あ
る
。
そ
の
時
期
、
恩
賜
鷹
場
で
は
紀
伊
徳
川
家
の
伊
勢
鷹
場
、
井
伊
家
の
近
江
・

山
城
鷹
場
が
維
持
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
で
も
三

河
国
吉
良
の
幕
府
鷹
場
は
そ
の
近
隣
に
領
地
を
も
つ
大
名
・
旗
本
・
代
官
ら
の
動

員
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
毎
年
鷹
師
頭
ら
は
鷹
遣
い
に
赴
い
て
い
た
。
ま
た
近
江

国
で
は
癬
師
の
比
留
・
沢
の
両
氏
は
天
和
期
か
ら
元
禄
期
ま
で
そ
の
活
動
を
続
け
、

京
都
の
町
餌
差
も
元
禄
期
ま
で
将
軍
の
鵬
狩
り
に
備
え
て
餌
差
業
務
を
行
っ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
関
東
と
海
道
筋
・
畿
内
近
国
と
の
鷹
場
で
は
そ

の
歩
み
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
、
関
東
鷹
場
で
さ
え
江
戸
五
里
以
内
と
そ
の
外

と
で
は
支
配
の
内
容
に
違
い
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
期
の
公
儀
権

力
の
あ
り
よ
う
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
近
世
前
期
に
お
け
る
幕
府
鷹
場
の
存
在
状
況
の
析
出
に
主
眼
を
置
い

た
た
め
、
放
鷹
制
度
全
般
の
流
れ
を
素
描
し
え
て
い
な
い
。
幕
府
鷹
場
の
推
移
（
特

に
、
家
康
期
か
ら
家
光
期
ま
で
の
拡
大
・
維
持
路
線
と
家
綱
期
か
ら
綱
吉
期
ま
で

の
縮
小
路
線
と
の
違
い
）
は
、
鷹
役
人
の
配
置
や
鷹
の
鳥
を
め
ぐ
る
贈
答
儀
礼
な

ど
と
も
連
動
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
分
析
は
今
後
の
課
題
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
二
三
一
号
、
一
九
九
一
年
）
、
同
「
福
岡
藩
の
御
猟
場
支
配
に
つ
い
て
の
一
試

論
」
含
九
州
史
学
」
第
一
○
五
号
、
一
九
九
二
年
）
。

（
５
）
拙
稿
「
江
戸
幕
府
鷹
場
制
度
の
形
成
と
機
能
ｌ
上
総
国
東
金
御
鷹
場
を
中
心
と
し

て
Ｉ
」
ｓ
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
」
第
五
号
、
一
九
八
○
年
）
、
同
「
江
戸
幕
府
鷹

揚
制
度
の
成
立
過
程
」
（
「
幕
藩
制
社
会
の
展
開
と
関
東
」
、
一
九
八
六
年
）
、
斉
藤

司
「
近
世
前
期
、
関
東
に
お
け
る
鷹
場
編
成
」
（
「
関
東
近
世
史
研
究
」
第
三
二
号
、

一
九
九
二
年
）
、
同
「
近
世
前
期
に
お
け
る
五
畿
内
近
国
の
隠
場
編
成
」
（
「
近
世
の

地
域
編
成
と
国
家
員
一
九
九
七
年
）
。

（
６
）
注
（
５
）
の
拙
稿
論
文
。

（
７
）
斉
藤
司
「
近
世
前
期
、
関
東
に
お
け
る
鷹
場
編
成
」
（
「
関
東
近
世
史
研
究
」
第
三

二
号
、
一
九
九
二
年
）
。

（
８
）
斉
藤
司
「
近
世
前
期
に
お
け
る
五
畿
内
近
国
の
鷹
場
編
成
」
会
近
世
の
地
域
編
成

と
国
家
」
、
一
九
九
七
年
）
。

（
９
）
注
（
８
）
に
同
じ
。

（
皿
〉
拙
稿
「
綱
吉
政
権
初
期
の
鷹
政
策
」
（
「
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
一
○
七
号
、

一
九
九
八
年
）
。

（
、
）
鬼
頭
清
明
「
古
代
に
お
け
る
山
野
河
海
の
所
有
と
支
配
」
会
日
本
の
社
会
史
」
第

二
巻
、
一
九
八
七
年
）
。

〈
皿
）
拙
著
「
将
軍
の
鷹
狩
り
」
（
一
九
九
九
年
）
二
二
頁
。

（
Ⅲ
）
「
家
忠
日
記
」
（
「
増
補
続
史
料
大
成
」
第
一
九
巻
）
三
九
○
頁
。

（
ｕ
）
右
同
、
三
七
一
一
一
～
四
頁
。

（
巧
）
「
民
間
省
要
」
（
「
日
本
経
済
大
典
」
第
五
巻
）
一
六
三
頁
。

（
咽
）
盛
本
昌
広
「
戦
国
期
の
鷹
献
上
の
構
造
と
贈
答
儀
礼
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
第
六
六

二
号
、
一
九
九
四
年
）
。

（
Ⅳ
）
注
（
皿
）
、
三
八
五
頁
。

〈
肥
）
注
（
皿
）
、
三
九
一
頁
。

⑮
）
注
（
⑬
）
、
四
○
六
頁
。

（
卯
）
注
Ｅ
）
、
四
○
八
頁
。

（
皿
）
注
（
旧
）
、
四
一
○
頁
。

（
犯
）
注
（
Ⅲ
）
、
四
二
頁
。

（
型
注
（
犯
）
に
同
じ
。

（
型
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
調
」
第
二
、
八
九
～
九
○
頁
。
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（
配
）
「
徳
川
実
紀
」
第
一
篇
、
六
三
八
頁
。

（
恥
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
一
四
、
’
九
七
頁
。

（
〃
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
一
六
、
三
四
○
頁
。

（
躯
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
七
、
二
五
五
頁
。

（
羽
）
右
同
、
二
四
六
頁
。

（
釦
）
「
柳
営
日
次
記
」
寛
文
三
年
一
二
月
九
日
条
。

（
皿
）
「
新
訂
本
光
國
師
日
記
」
第
三
、
二
八
○
頁
。

（
犯
）
「
駿
府
記
」
（
「
当
代
記
・
駿
府
記
」
）
三
一
七
頁
。

（
詔
）
「
当
代
記
」
（
「
当
代
記
・
駿
府
記
乞
一
七
七
頁
。

（
翌
「
慶
長
見
聞
録
案
紙
」
（
「
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
」
六
五
）
四
三
頁
。

弱
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
七
、
一
九
八
頁
。

（
鍋
）
「
東
金
市
史
」
史
料
箭
一
、
一
一
一
四
六
～
三
五
三
頁
。

（
訂
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
五
、
八
九
頁
。

（
犯
）
『
武
野
燭
談
」
（
江
戸
史
料
鑑
書
）
一
八
二
～
五
頁
。

（
鋤
）
注
（
班
）
、
三
六
六
頁
。

（
蛆
）
「
御
場
一
件
」
国
立
公
文
書
館
蔵
。

（
虹
）
注
（
犯
）
、
二
二
四
頁
。

（
⑫
）
注
（
弱
）
、
二
四
一
頁
。

（
妃
）
注
〈
犯
）
、
二
二
七
頁
。

（
“
）
注
（
犯
）
、
二
九
六
頁
。

（
哩
注
（
８
）
に
同
じ
。

届
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
一
七
、
一
六
四
頁
。

（
灯
）
注
（
犯
）
、
四
六
～
七
頁
。

（
蛆
）
「
梅
津
政
景
日
記
」
二
（
『
大
日
本
古
記
録
」
）
二
七
二
頁
。

（
鯛
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
二
○
、
三
一
八
頁
。

（
卯
）
記
録
御
用
所
本
「
古
文
書
」
一
三
ｌ
｜
、
国
立
公
文
書
館
蔵
。

（
皿
）
注
（
蛆
）
に
同
じ
。

（
砲
）
注
（
妬
）
、
一
二
五
頁
。

扇
）
注
（
犯
）
、
四
四
頁
。

颪
）
「
徳
川
実
紀
」
第
二
篇
、
四
四
五
頁
。

（
弱
）
「
東
武
実
録
」
二
（
「
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
」
二
）
五
三
六
～
八
頁
。

記
）
「
新
編
武
州
古
文
書
」
上
、
一
四
三
頁
。

（
師
）
「
新
編
武
州
古
文
書
」
上
、
一
九
八
～
九
頁
、
「
竹
橋
余
筆
」
、
一
三
一
一
一
頁
。

（
記
）
大
石
学
「
享
保
期
に
お
け
る
鷹
場
制
度
の
再
編
・
強
化
と
そ
の
意
義
」
含
史
海
」

第
一
一
三
・
二
四
合
併
号
、
’
九
七
七
年
）
、
改
題
し
て
「
享
保
改
革
の
地
域
政
策
」

二
九
九
六
年
）
に
所
収
。

弱
）
「
梅
津
政
景
日
記
」
七
（
「
大
日
本
古
記
録
」
）
九
一
～
二
頁
。

前
）
「
新
訂
民
間
省
要
」
、
四
二
五
頁
。

（
皿
）
「
徳
川
禁
令
者
」
前
集
第
五
、
二
七
八
五
号
、
一
五
五
～
六
頁
。

（
塊
）
「
御
触
轡
寛
保
集
成
」
一
一
一
一
九
号
、
二
一
二
一
号
、
一
○
一
一
九
～
三
○
頁
。

（
“
）
「
川
越
市
史
」
史
料
編
、
近
世
「
五
～
六
頁
。

（
“
）
右
同
、
八
～
一
○
頁
。

（
筋
）
注
（
壁
、
一
七
六
～
七
頁
。

（
閉
）
「
竹
橋
余
筆
」
、
一
五
六
頁
。

（
師
）
「
徳
川
実
紀
」
第
四
篇
、
四
八
四
頁
。

（
閉
）
注
（
躯
）
、
二
四
六
頁
。

（
的
）
「
会
田
落
穂
集
」
、
二
九
～
三
○
頁
。

（
四
「
久
喜
市
史
」
資
料
編
二
、
近
世
一
、
六
五
六
’
七
頁
。

（
汀
）
「
徳
川
実
紀
」
第
五
編
、
一
二
六
頁
。

〈
ね
）
「
改
訂
房
総
議
書
」
第
五
輯
、
七
一
～
九
七
頁
。

（
だ
）
千
葉
美
胤
家
文
薔
（
市
原
市
今
寓
）
。

（
巴
注
（
河
）
、
九
三
頁
。

（
巧
）
「
談
海
」
寛
文
二
年
一
一
月
九
日
条
。

（
市
）
「
太
田
市
史
」
史
料
編
、
近
世
一
、
’
三
八
頁
。

（
Ｕ
注
（
わ
）
に
同
じ
。

（
犯
）
注
（
７
）
に
同
じ
。

（
ね
）
「
平
塚
市
史
」
四
、
資
料
編
、
近
世
三
、
一
一
五
三
号
。

（
帥
）
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
六
、
近
世
三
、
四
九
号
、
一
四
一
’
二
頁
。

（
別
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
一
三
、
一
六
○
頁
。

（
躯
）
「
東
金
市
史
」
史
料
鯛
一
、
三
六
八
～
七
四
頁
。

（
理
性
（
調
）
、
一
七
一
頁
。

（
型
）
「
被
仰
出
留
」
国
立
公
文
書
館
蔵
。

（
閉
）
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
二
○
、
三
一
八
頁
。

（
鯛
）
「
磐
田
市
史
」
史
料
縄
四
、
近
世
追
補
一
、
二
五
～
三
四
頁
。
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ジヘ－、〆￣、〆￣、

9２９１９０８９ 
，－、￣、￣、￣

命
）
注
（
８
）
に
同
じ
。

（
理
拙
稿
「
生
類
憐
み
政
策
下
に
お
け
る
放
鷹
制
度
の
変
容
過
程
」
（
法
政
大
学
人
間
環

右
同
、
一
二
五
頁
。

注
（
弱
『
四
○
～

注
（
２
）
、
一
一
三

境
学
会
編
「
人
間
環
境
論
集
」
第
一
巻
第
一
号
）
。

「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
一
七
、
一
六
四
頁
。

四
○
～
五
頁
。

一
一
三
頁
。

Hosei University Repository


